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○議事日程〔 第１号 〕 

 ３月１０日（月曜日）午前１０時 開会 

 ※開会宣告 

※開議宣告 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  第１号議案から第３８号議案まで上程 

       提案理由説明 

       質  疑 

       委員会付託 

       ［ただし、第１号議案を除く］ 

日程第４  予算審査特別委員会の設置及び委員選 

      任［委員会付託］ 

追加日程第１ 議長辞職の件 

追加日程第２ 議長の選挙 

追加日程第３ 副議長辞職の件 

追加日程第４ 副議長の選挙 

追加日程第５ 議会運営委員選任の件          

  

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ    

  

○出席議員（２２名） 

１ 番  近 藤 紀 男 
２ 番  成 重 博 文 
３ 番  安 達   隆 
４ 番  尾 上 真 一 
５ 番  山 田 秀 夫 
６ 番  松 本 博 彰 
７ 番  中山田 健 晴 
８ 番  河 野  徳 久 
９ 番  明 石 光 子 
１０ 番  土 谷   力 

１１ 番  村 上 和 人 
１２ 番  鴛 海 政 幸 
１３ 番  後 藤 龍太郎 
１４ 番  安 東 正 洋 
１５ 番  北 崎 安 行 
１６ 番  川 原 直 記 
１７ 番  河 野  正 春 
１８ 番  山 本 博 文 
１９ 番  菅   健 雄 
２０  番  堂 園 慶 吾 

 
 
２１ 番  徳 永   浄 
２２ 番  大 石 忠 昭 

 
○欠席議員（０名） 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  増 田 正 義 

議 事 係 長  清 水 栄 二 

書    記  安 藤 雅 俊 

書    記  近 藤 浩 二 
 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長  永 松 博 文 

副  市  長  都 甲 昌 叡 

会計管理者兼市参事兼会計課長 

     青 野 素 久 

市参事兼総務課長  佐 藤 良 雄 

市参事兼真玉市民センター長 

 北 崎 順 一 

市参事兼香々地市民センター長 

 小 野 俊 久 
市参事兼環境課長  水 江 義 和 

プロジェクト推進課長 中 嶋 栄 治 

財 政 課 長    野 村 信 隆 
税 務 課 長  河 野 清 一 
市 民 課 長  河 野 三 男 
福 祉 事 務 所 長  大 園 栄 治 
保 険 年 金 課 長  尾 造 正 直 
子育て・健康推進課長 安 東 良 介 
人権・同和対策課  浅 井   哲 
商 工 観 光 課 長  桑 原 茂 彦 
農 林 振 興 課 長   小 野   彰 
農 地 整 備 課 長  尾 形 雄 治 
建 設 課 長  奥 田 秀 穂 
下 水 道 課 長  高 瀬 日出男 
消防本部消防長  安 藤 義 文 
総 務・法 規 係 長  久 保 健 一 

  秘 書 広 報 係 長  川 口 達 也 
教育庁 
教  育  長  都 甲 桂 一 
総 務 課 長  安 東 洋 義 
学校教育指導室長  早 田 義司郎 
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○議長（菅 健雄君） おはようございます。 

ただ今の出席議員は２２名で、議員全員の出席で

あります。 

よって、平成２０年第１回豊後高田市議会定例会

は成立しましたので、開会いたします。 

この際諸般の報告をいたします。 

お手元に配付いたしました事務報告書のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

○議長（菅 健雄君） これより本日の会議を開き 

ます。 

市長ほか関係者の出席を求めましたので、ご了承

願います。 

○議長（菅 健雄君） 日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員に、１３番後藤龍太郎君及び１４

番安東正洋君を指名いたします。 

○議長（菅 健雄君） 日程第２、会期の決定を議

題といたします。 

おはかりいたします。 

今期定例会の会期は、本日から３月１９日までの

１０日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（○２２番（大石忠昭君） 議長、議長、ちょっと

質疑していいですか。この件で。） 

○議長（菅 健雄君） ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） いまの１０日開会、１９

日までということは合意しますが、質疑したいのは、

もう私も長いこと議員を務めていますけれども、常

任委員会をやったあとにね、予算審査特別委員会で

審議をするという方法を長年とってきたと思うんで

す。で、今回、今日が議案質疑、関連一般質問、明

日一般質問、明後日予算委員会ということになって

るわけですね。私はたまたま総務委員だもんだから、

まあ、議員歴３７年間の間に４日間連日質問するな

んちゅうことは初めてのことだしね、全国でこうい

うことはないと思うんですよ。そらたまたまなんだ

けどね。 

よって、その聞きたいのは、なんで、予算審査特

別委員会をその常任委員会、３日間の常任委員会の

前よりも、前に持ってきたかと、どういう経過があ

るのか、議会運営委員長の土谷君に聞きたいんです。 

○議長（菅 健雄君） しばらく休憩いたします。 

     午前１０時０２分 休憩 

     午前１０時０４分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議会運営委員会で決定をみましたとおりの進行で

日程で行いたいと思います。 

○２２番（大石忠昭君） 議長いいですか、いいで

すか。その議会は公開の場だしね、皆さん、いいで

すか、だから、私質問してるんですよ。その日程は

いいですよと、しかし、この中のね、そういう日程

になったらなんですかちゅうことを議会運営委員長

が説明を求めてるのに、させられないんですか、議

長として。質問求めてるのに、させられないんです

か。説明できないんですか。そら、議長が説明して

もいいですよ。市民、議員の皆さん、市民の皆さん

わかるように説明してほしいということを言ってる

わけですよ。 

○議長（菅 健雄君） この日程のとおり議事進行

いたします。 

○２２番（大石忠昭君） いや、なぜかえちゅうこ

とになるんじゃ。いままでと違うのはなぜですかと

いうことをね、説明できないんですかちゅうことを

聞いてるんですよ。なんでできないんですか。でき

ない理由を述べてくださいよ。 

○議長（菅 健雄君） この日程のとおりに、いき

たいと思います。 

○２２番（大石忠昭君） いや、いくかいかんかを

聞いてるんやないんやちゃ、その、そら、最終的に

は、多数決で決めてね、決まるわけやけど、いいで

すか。なぜそうなったんかということを、いままで

なぜ今回そうなったんですかということを聞いてる

わけですよ。ね、それ言えないんですか。言えない

理由があるんですか。 

（「たまたまなったんよ」と呼ぶ者あり） 

○２２番（大石忠昭君） たまたまじゃないよ。執

行部からそういう申し入れがありました、議会をは

い、もうなんもありません。執行部の言いなりでご

ざいますということやないんか、そんなことでよい

んかちゅうことを聞いてるわけよ。たまたまじゃな

いじゃないか。 

○議長（菅 健雄君） 執行部の申し入れもあり、

こういった日程となりましたので、このとおりに進

行いたします。 

○２２番（大石忠昭君） だからちょっと待って、

議長いい、それはそれじゃないんかい。 

○議長（菅 健雄君） 大石議員。 

○２２番（大石忠昭君） 議会運営委員長に説明は

なぜさせられないんですか、議長。最後あんた議長
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辞める前に大恥かくよ、そらそげんことしちょった

ら。なぜ説明できないんか理由を述べてください。

させられないんか。議長させられない理由を述べて

ください。 

○議長（菅 健雄君） 議事進行いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

（○２２番（大石忠昭君） もう大恥かくよ。議長

辞めてもらいたい。即、そんな議長は、直ちに辞め

ろ。） 

 （「何言いよんのか、静かにせんかい」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（菅 健雄君） よって、今期定例会の会期

は、本日から３月１９日までの１０日間と決定いた

しました。 

なお、会期中の会議予定は、お手元に配付してあ

ります会議予定表のとおりであります。 

○議長（菅 健雄君） 日程第３、第１号議案から

第３８号議案までを一括議題といたします。 

○議長（菅 健雄君） 提案理由の説明を求めます。 

 市長永松博文君。 

○議長（菅 健雄君） しばらく休憩いたします。 

     午前１０時０８分 休憩 

     午前１０時０９分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

○市長（永松博文君） 本日、ここに第１回定例会

を招集いたしましたところ、議員各位にはご多忙中

にもかかわりませず、ご出席くださいまして誠にあ

りがとうございます。 

それでは、諸般の報告を申し上げます。 

まず、うれしい報告をさせていただきます。ご案

内のとおり、第５０回県内一周大分合同駅伝競走大

会において、本市のチームは３年ぶりのＣ部優勝に

加えて、総合でも過去最高の８位となり、さらに躍

進２位となるすばらしい成果を成し遂げました。 

市町村の合併により各チームのレベルも上がって

いる中での優勝は、まさに元気な豊後高田市を市内

外の皆様方に実証できたものと思っているところで

ございます。 

来年はＢ部での戦いとなりますが、今後も練習に

励まれ、さらなる活躍を期待しているところでござ

います。 

次に、各分野で活躍した方々の受賞が相次いでい

ますので報告させていただきます。 

まず、本市の最重点作物であります白ねぎ栽培に

取り組んでいる「仲井貞一氏」が大分県農業賞の企

業的農家部門において最優秀賞を受賞されました。 

仲井氏は呉崎において白ねぎ栽培に取り組まれる

だけでなく、九重飯田、深耶馬渓、塚原高原でも高

原白ねぎ栽培を行い、また、地元グループのリーダ

ーとしての活動と経営内容が評価されたものでござ

います。豊後高田市としては、昨年の肥育農家の藤

本氏に続いて２年連続の受賞でございます。 

 また、「大東輝行氏」が過去に大分県農業賞最優

秀賞または特別受賞者だけが対象となる平成１９年

度第９１回大日本農会農事功労表彰の複合部門で、

稲作と作業受委託を基幹に野菜、果樹、農産加工を

組み合わせた経営内容が評価され「緑白綬有功章」

を受章されました。 

さらに、豊後高田市そば生産組合が、社団法人日

本蕎麦協会主催によるそば生産優良地区表彰事業の

「集団の部」で、県内一の「そば」産地形成と様々

な取り組みが評価され、最優秀に決定し、３月１４

日に農林水産大臣賞を受賞することとなっておりま

す。 

次に、これまで「昭和の町」づくりに取り組んで

まいりました豊後高田商工会議所が、平成１９年度

地域づくり総務大臣表彰を３月１３日に受賞するこ

ととなりました。これまでの「昭和の町」づくりに

おける豊後高田商工会議所のご努力に深甚なる敬意

を表しますとともに、今後ともさらなる発展に向け、

お力添えをお願いする次第でございます。 

さらに、教育につきましても、地域の清掃や高齢

者との交流を通して思いやりやボランティアの心を

育む取り組みが認められ、福祉教育に熱心な学校と

して、田染中学校が第２１回「福祉優秀校・大分合

同新聞賞」を受賞いたしました。 

このように、個人、団体等が各分野で活躍してい

ることに対する評価をいただいたことは大変喜ばし

いことでございます。 

これからも「地域活性化」に向け、各地域で頑張

っておられる皆様方を応援する中、地域づくりに努

めてまいりたいと存じます。 

次に、３月４日、大分県庁において、広瀬大分県

知事立ち会いのもと、香川県高松市に本社を置く、

小出鋼管株式会社が美和工業団地の隣接地に立地表

明を行いました。 

 同社は、主に自動車用部材を中心とする各種機械

部品用の精密鋼管の切断加工、販売及びその輸出入

業務を行っている会社で、敷地面積は６，３００平
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方メートルで、投資額は２億円を予定しています。 

操業開始は、平成２０年１０月を予定し、従業員

も現地雇用により、将来は５０人規模となっており

ます。操業後は、昨年１０月に立地表明をいただき

ました「ＴＲＩ九州」を主要取引先として事業展開

を行う予定でございます。 

次に、昭和の町豊後高田観光再生協議会の主催に

より平成１７年度から開催してまいりました「そば

打ち職人養成講座」が本年度で終了いたしました。

これまでに延べ５８人の“そば打ち職人”の養成が

図られてきたところでございます。これからも県内

一のそば産地となりました「豊後高田産そば」をよ

り多くの市民の方々や観光客に食べていただけるよ

う“そば打ち職人”となられた方々に期待している

ところでございます。 

また、好評をいただいております“そば焼酎六郷”

は、第２回目の仕込みが順調に進み、４月２９日の

昭和の日に合わせ約５，０００本が販売できる予定

となっております。 

次に、ケーブルテレビ事業についてでございます

が、これまでに市内全域にわたる幹線伝送路の敷設、

センター施設及び中継増幅を行うサブセンター施設

の整備が完了し、現在、各戸への光ケーブルの引込

工事を鋭意実施しているところでございます。今後

も引続き、引込工事を行い、早期にサービスが提供

できるよう努めてまいりたいと思います。 

 また、加入促進につきましては、１月に市職員全

員の参加による個別訪問を実施してまいりました。

その結果、２月末現在で７割の皆様方に加入いただ

いたところでございます。 

 本年６月の運用開始に向けて、今後も市民全員の

皆様方にご加入いただけるよう加入促進に努めてま

いりたいと思います。 

次に、草地踊り保存会が、平成１３年の韓国公演

以来の海外公演となります「ホノルルフェスティバ

ル」に参加いたします。今年で１４回目となるこの

フェスティバルは、日本とハワイの文化・芸能・展

示など幅広い分野の交流イベントでございまして、

１５日には午前と午後の２回、ステージ出演する予

定でございます。 

保存会のメンバーと、私を含めた後援会を合わせ、

総勢４０名で本市の観光宣伝と文化交流に大いに努

めてまいります。 

 さて、合併して４年目を迎える本市の財政状況で

ございますが、今後も地方交付税や国庫補助金・負

担金等が極めて厳しい状況に置かれるものと想定さ

れます。 

また、平成１７年度に策定した「豊後高田市行政

改革大綱及び実施計画」による８１項目の財政健全

化の取り組みにより成果は上がっているものの、今

後、医療給付費等の社会保障経費、起債の償還に係

る公債費など義務的経費が増加することで、本市の

財政は依然として厳しい状況に変わりありません。 

しかしながら、本市がこれからも地域の特性を活

かし、地域の均衡を図り、持続的に発展し、住民一

人ひとりが真の豊かさと幸せを感じられるよう市民

の皆様方のご協力をいただき、新市建設計画に掲げ

る基本方針を着実に実行してまいりたいと考えてお

ります。 

以上のような状況を踏まえ、新年度の主要な施策

でございますが、１点目といたしまして、計画期間

が残り２年となる「豊後高田市行政改革大綱及び実

施計画」に掲げる８１項目の目標達成額、２１億１，

２３０万円を確実なものとし、将来にわたって持続

可能な財政運営を確立するため、財政健全化に向け

た取り組みを継続してまいります。 

２点目といたしまして、昨年、認定を受けました

「中心市街地活性化基本計画」に基づき、桂川で二

分されている市街地における「昭和の町の充実と玉

津地区の活性化」に向けた取り組みを進めてまいり

ます。 

３点目といたしまして、産業の振興でございます。

白ねぎ、そば、そして畜産等、市本来の基幹産業で

あります農業、漁業などの第一次産業の振興に取り

組んでまいります。 

４点目といたしまして、企業の進出や工場の増設

が相次ぐ中、今後も人材確保を行うため、企業合同

就職説明会等を開催し、多くの若者が市内に住んで

いただけるよう定住対策と環境整備に取り組んでま

いります。 

その実現には、市民本位の市政を基本として、市

民、議会、行政の協働による「まちづくり」に全力

を傾注して取り組みますので議員各位のより一層の

ご支援ご協力をお願いする次第でございます。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案につ

きまして、その大要をご説明申し上げます。 

第１号議案は、「平成２０年度豊後高田市一般会

計予算」でございます。 

歳入歳出予算総額は、１３３億５，４８１万１，

０００円を計上しており、前年度当初予算対比５．
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０パーセントの増となりますが、地域総合整備資金

貸付金、合併特例債による地域振興基金積立金など

を除くと０．１パーセントの減となります。 

 まず、歳入の概要についてご説明申し上げます。 

 市税につきましては、２０億１５０万円で、前年

度当初予算対比では固定資産税の増などにより、１．

２パーセントの増を見込んでおります。 

 地方交付税につきましては、５９億８，０００万

円で、前年度当初予算対比では「地方再生対策費」

の創設などにより、５．１パーセントの増を見込ん

でおります。 

国庫支出金につきましては、９億８，２１０万円

で、前年度当初予算対比では、１．９パーセントの

増を見込んでおります。 

県支出金につきましては、９億９，０１６万９，

０００円で、前年度当初予算対比では、２．７パー

セントの増を見込んでおります。 

繰入金につきましては、８億６８１万５，０００

円で、前年度当初予算対比では、１８．７パーセン

トの減を見込んでおります。 

市債につきましては、１５億８４０万円で、前年

度当初予算対比では地域総合整備資金貸付事業債の

増などにより、５２．１パーセントの増を見込んで

おります。 

 次に、歳出の概要についてご説明申し上げます。 

総務費につきましては、前年度当初予算対比で、

３７．９パーセントの増となります。合併特例債に

よる地域振興基金積立金、国民体育大会に要する経

費、地域総合整備資金貸付金などを計上しています。 

民生費につきましては、前年度当初予算対比で、

１．９パーセントの増となります。後期高齢者医療

特別会計繰出金、大分県後期高齢者医療広域連合負

担金、子育て支援事業に要する経費などを計上して

います。 

衛生費につきましては、前年度とほぼ同額の予算

額であります。ケーブルテレビを活用し、栄養及び

運動についての市民健康講座に要する経費、環境保

全の推進に要する経費、豊後高田市クリーンセンタ

ーに指定管理者を導入する経費などを計上していま

す。 

 農林水産業費につきましては、里山エリア再生交

付金事業の完了により、前年度当初予算対比で、７．

２パーセントの減となります。白ねぎのブランド化

による産地強化対策、そば産地振興対策、グリーン

ツーリズム・ブルーツーリズムの推進、竹林の整備

活用、漁業資源の育成、魚介類畜養施設の整備など

による品質管理体制の強化、岬ガザミ等地域特産品

のブランド化による収益性の向上など、農林水産業

の振興を図るための事業へ重点的に予算配分してい

ます。 

商工費につきましては、前年度当初予算対比で、

４．８パーセントの増となります。玉津地区におい

て高齢者の交流と癒しの場づくりとしての施設整備

に要する経費、観光周遊ツールとしてボンネットバ

スの購入に要する経費、ミニツアーパンフレット、

仁王マップ等の作成に要する経費、食の観光推進事

業に要する経費、花いっぱいふるさとづくり事業に

要する経費などを計上しています。 

土木費につきましては、前年度当初予算対比で、

１．８パーセントの増となります。犬田分譲団地の

インフラ整備に要する経費、まちづくり交付金事業

による桂橋の改修並びに中央公園整備の測量及び実

施設計に要する経費などを計上しています。 

消防費につきましては、前年度当初予算対比で、

３．９パーセントの増となります。老朽化した小型

動力ポンプ付積載車の更新に要する経費、自主防災

組織育成事業費、ハザードマップ作成に要する経費

などを計上しています。 

教育費につきましては、前年度当初予算対比で、

１１．２パーセントの減となります。学びの２１世

紀塾に要する経費、豊かな体験活動推進事業費、幼

稚園教育課題実践的調査研究事業費、学校支援地域

本部事業費、文化的景観の保護推進に要する経費、

学校給食の調理・配送・回収の委託に要する経費な

どを計上しています。 

公債費につきましては、前年度当初予算対比で、

１．７パーセントの増となります。高利率の公的資

金繰上償還金を計上しています。 

第２号議案は、「平成２０年度豊後高田市国民健

康保険特別会計予算」でございまして、３２億５，

１１９万２，０００円を計上しており、高齢者医療

制度などの改正により、前年度当初予算対比で、５．

２パーセントの減となります。 

生活習慣病などの疾病予防による医療費の適正化

を図るため、平成２０年度から医療保険者に特定健

康診査及び特定保健指導が義務付けられています。

４０歳以上の方を対象にした特定健康診査及び生活

習慣病予備軍を対象にした特定保健指導を実施する

ことにより、疾病の予防及び被保険者の自主的な健

康増進を推進していきます。 
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第３号議案は、「平成２０年度豊後高田市後期高

齢者医療特別会計予算」でございまして、３億２，

６７６万７，０００円を計上しており、その主なも

のは、後期高齢者医療保険料に係る大分県後期高齢

者医療広域連合納付金でございます。 

第４号議案は、「平成２０年度豊後高田市老人保

健特別会計予算」でございまして、６億４，２４１

万４，０００円を計上しており、その主なものは、

医療給付費でございます。 

第５号議案は、「平成２０年度豊後高田市介護保

険特別会計予算」でございまして、２４億９，０９

５万６，０００円を計上しており、その主なものは、

居宅介護サービス給付費及び施設介護サービス給付

費でございます。 

保険給付費につきましては、高齢化の進行に伴い

増加していくことが予想されることから、平成２０

年度から県と保険者が一体となり介護給付適正化計

画を策定し、不適正な給付の削減を図る中で適切な

介護サービスを確保しつつ、持続可能な介護保険制

度の運営に取り組みます。 

第６号議案は、「平成２０年度豊後高田市簡易水

道事業特別会計予算」でございまして、５，００７

万４，０００円を計上しており、その主なものは、

施設管理費及び施設整備に係る市債償還金でござい

ます。 

第７号議案は、「平成２０年度豊後高田市公共下

水道事業特別会計予算」でございまして、１１億９，

１０２万１，０００円を計上しており、その主なも

のは、管渠整備事業費及び施設整備に係る市債償還

金などでございます。 

第８号議案は、「平成２０年度豊後高田市特定環

境保全公共下水道事業特別会計予算」でございまし

て、２億９，４４９万円を計上しており、その主な

ものは、管渠整備事業費及び施設整備に係る市債償

還金などでございます。 

第９号議案は、「平成２０年度豊後高田市農業集

落排水事業特別会計予算」でございまして、６，１

９１万６，０００円を計上しており、その主なもの

は、施設管理費及び施設整備に係る市債償還金でご

ざいます。 

第１０号議案は、「平成２０年度豊後高田市漁業

集落排水事業特別会計予算」でございまして、１，

５８４万円を計上しており、その主なものは、施設

管理費及び施設整備に係る市債償還金でございます。 

第１１号議案は、「平成２０年度豊後高田市ケー

ブルネットワーク事業特別会計予算」でございまし

て、８億７，１９８万７，０００円を計上しており、

その主なものは、本年度６月から本格稼動しますケ

ーブルネットワーク施設の管理運営経費及び施設整

備工事費でございます。 

第１２号議案は、「平成２０年度豊後高田市水道

事業会計予算」でございまして、収益的収支では、

事業収益２億１，１６７万５，０００円を見込み、

事業費用では、２億４２３万１，０００円を予定し、

差引７４４万４，０００円の税込み当期純利益とな

ります。 

 次に、資本的収支では、収入総額１億７，１８８

万３，０００円に対し、支出総額２億６，１７１万

２，０００円を予定し、差引８，２８２万９，００

０円の不足額が生じますが、この不足分は、当年度

消費税及び地方消費税資本的収支調整額４１６万４，

０００円、過年度損益勘定留保資金４，７４１万２，

０００円、当年度損益勘定留保資金３，８２５万３，

０００円で補てんします。 

第１３号議案は、「平成１９年度豊後高田市一般

会計補正予算（第３号）」でございまして、平成１

８年度の決算剰余金の法定積立金、合併特例債によ

る地域振興基金積立金、一般職職員の退職手当、各

特別会計への繰出金、公的資金の補償金免除繰上償

還にかかる償還元金などを計上するものでございま

す。補正額は、５億４，９８３万円の増額で、補正

後の予算総額は、１４２億４，０６５万６，０００

円となります。 

第１４号議案は、「平成１９年度豊後高田市国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）」でございま

して、一般及び退職被保険者に係る高額療養費が当

初計画をやや上回る見込みとなったため、高額療養

費の不足分及び平成１８年度の一般被保険者療養給

付費の精算に伴う還付金を計上するものでございま

す。補正額は、１，９９６万１，０００円の増額で、

補正後の予算総額は、３４億４，８３８万８，００

０円となります。 

第１５号議案は、「平成１９年度豊後高田市老人

保健特別会計補正予算（第２号）」でございまして、

医療給付費が当初計画を上回る見込みとなったため、

不足分を計上するものでございます。補正額は、３

億５，９０１万２，０００円の増額で、補正後の予

算総額は、４１億４４１万８，０００円となります。 

第１６号議案は、「平成１９年度豊後高田市介護

保険特別会計補正予算（第２号）」でございまして、
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介護保険制度改正に伴うシステム改修事業委託料及

び保険給付費の不足分を計上するものでございます。

補正額は、３，３２６万５，０００円の増額で、補

正後の予算総額は、２５億８８７万６，０００円と

なります。 

第１７号議案は、「平成１９年度豊後高田市公共

下水道事業特別会計補正予算（第２号）」でござい

まして、下水道高資本費対策借換債及び公的資金補

償金免除繰上償還に伴う長期債償還元金に要する経

費を計上するものでございます。補正額は、１億６，

６７２万１，０００円の増額で、補正後の予算総額

は、１２億８２８万５，０００円となります。 

第１８号議案は、「平成１９年度豊後高田市農業

集落排水事業特別会計補正予算（第１号）」でござ

いまして、排水水量の増加に伴う光熱水費の不足分

を計上するものでございます。補正額は、５４万円

の増額で、補正後の予算総額は、５，１１５万４，

０００円となります。 

第１９号議案は、「平成１９年度豊後高田市ケー

ブルネットワーク事業特別会計補正予算（第２号）」

でございまして、ＣＡＴＶ施設整備工事が年度内に

完成しないため、繰越明許費の設定を行うものでご

ざいます。 

 第２０号議案及び第２１号議案は、市道路線を整

備したいので廃止と認定について、それぞれ議決を

求めるものでございます。 

 第２２号議案は、「工事請負契約の変更について」

でございまして、豊後高田市ＣＡＴＶ施設整備工事

（第２期工区伝送路工事）において、施工に要する

日数に不足が生じたため、変更請負契約を締結した

いので、議決を求めるものでございます。 

 第２３号議案は、「豊後高田市の特定の事務を取

り扱わせる郵便局の指定について」でございまして、

平成２０年４月１日以降も引き続き、市内の郵便局

で戸籍謄本等の引渡し等の事務を取り扱わせるため、

郵便局を指定する必要が生じたので、議決を求める

ものでございます。 

 第２４号議案及び第２５号議案は、「公の施設の

指定管理者の指定について」でございまして、豊後

高田市クリーンセンター及び豊後高田市スパランド

真玉の管理を行わせる指定管理者を指定したいので、

議決を求めるものでございます。 

 第２６号議案は、「豊後高田市出張所設置条例の

廃止について」でございまして、豊後高田市行政改

革大綱及び実施計画に基づき、本市の６出張所を廃

止したいので提出するものでございます。 

第２７号議案は、「豊後高田市教育に関する事務

の特例を定める条例の制定について」でございまし

て、文化財の保護に関することを除く文化に関する

事務を、市長が管理し、及び執行することとしたい

ので提出するものでございます。 

 第２８号議案は、「豊後高田市後期高齢者医療に

関する条例の制定について」でございまして、本市

が行う後期高齢者医療制度の事務について定めたい

ので提出するものでございます。 

 第２９号議案は、「豊後高田市男女共同参画推進

委員会条例の制定について」でございまして、男女

共同参画の推進に関する施策を総合的かつ効果的に

推進するため、豊後高田市男女共同参画推進委員会

を設置したいので提出するものでございます。 

 第３０号議案は、「学校教育法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理について」でご

ざいまして、学校教育法等の一部を改正する法律の

施行に伴い、関係条例の整理を行いたいので提出す

るものでございます。 

 第３１号議案は、「豊後高田市行政組織条例の一

部改正について」でございまして、行政改革及びケ

ーブルネットワーク事業等の推進のため、行政組織

を変更したいので提出するものでございます。 

 第３２号議案は、「豊後高田市職員定数条例の一

部改正について」でございまして、自己啓発等休業

をしている職員を職員の定数外としたいので提出す

るものでございます。 

 第３３号議案は、「豊後高田市基金条例の一部改

正について」でございまして、豊後高田市ケーブル

ネットワーク施設の整備に充てる資金を積み立てる

ため、新たに基金を創設したいので提出するもので

ございます。 

 第３４号議案は、「豊後高田市手数料徴収条例の

一部改正について」でございまして、戸籍法及び住

民基本台帳法の改正に伴う所要の規定の整備をし、

並びに租税特別措置法に規定する認定の申請に対す

る審査等に係る事務の手数料の金額を定めたいので

提出するものでございます。 

 第３５号議案は、「健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備等について」で

ございまして、健康保険法等の一部を改正する法律

の施行に伴い、関係条例の整備等を行いたいので提

出するものでございます。 

 第３６号議案は、「豊後高田市介護保険条例の一
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部を改正する条例の一部改正について」でございま

して、介護保険の保険料が大幅に上昇する者につい

て平成１９年度に講じた保険料の激変緩和措置を平

成２０年度も講じたいので提出するものでございま

す。 

 第３７号議案は、「豊後高田市特別職の職員で非

常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について」でございまして、学校薬剤師の報

酬額の改定等を行いたいので提出するものでござい

ます。 

 第３８号議案は、「豊後高田市都市計画下水道事

業受益者負担に関する条例の一部改正について」で

ございまして、公共下水道事業認可区域の拡大に伴

い、新たに受益地となる区域の受益者負担金の単位

負担金額を定めたいので提出するものでございま

す。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案について

ご説明申し上げましたが、何とぞ慎重審議の上、ご

協賛賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（菅 健雄君） ただ今議題となっておりま

す議案の内、第２６号議案、豊後高田市教育に関す

る事務の特例を定める条例の制定については、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２４条の２

第２項の規定に基づき、あらかじめ教育委員会の意

見を聴取したところ、異議ありませんとの回答をい

ただいておりますので、ご報告いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 初めに議員各位にお知らせします。 

質疑及び質問に関連して、５番山田秀夫君及び２

２番大石忠昭君から資料要求があり、市長に提出依

頼をしたところ、お手元にお配りのとおり提出があ

りましたので、ご了承願います。 

○議長（菅 健雄君） 次に、この際、議事整理の

ため申し上げます。 

各議員の発言は、申し合わせの発言時間内におい

てお願いいたします。 

また、質疑は、通告に基づき行ってください。 

なお、執行部は、質疑通告にない事項及び聞き取

り時になかった事項について質疑があった場合は、

議長にお知らせください。 

議案質疑通告表の順序により発言を許します。 

○議長（菅 健雄君） ７番中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君） ７番中山田健晴でありま

す。通告に基づきまして議案質疑を行います。 

 まず第１号議案の中から商工費につきまして、以

下５点を質問いたします。 

 第１番目、７款、１項、２目、１３節、測量設計

業務委託料４００万円について。 

２番目に、７款、１項、２目、１５節、中心市街

地拠点施設整備工事費４，０００万円について。 

３点目、７款、１項、２目、１９節、空き店舗活

用事業費補助金及び戦略的空き店舗活用事業費補助

金９００万円及び５００万円について。 

４点目、７款、１項、３目、１９節、広域観光周

遊ツール整備事業費補助金１，０００万円について。 

５点目、８款、５項、４目、１３節、実施設計業

務委託料１，９４６万７，０００円について。 

それぞれの内容の詳細な説明を求めます。 

次に、関連一般質問でございますが、皆さんご案

内のように、平成１３年スタートしました昭和の町

も８年目を迎えました。本市を訪れる観光客数は、

本年度は４０万人を超えると言われております。各

地より多くの視察団が本市を訪れ、すばらしい評価

を受けています。この間、本事業に携わった関係者

の方々には敬意を表したいと思います。 

私ども議員もよく視察の折などに、視察先で「豊

後高田市さんですか、先日は大変お世話になりまし

た。活気ある町ですね。すばらしいですね。」と、大

歓迎を受けます。最近では、まちづくりの優等生の

ような評価をいただき、鼻の高い思いをさせていた

だいています。 

しかしながら、評価が高ければ高いほど、私の中

にうれしさと反対に様々な心配事が生じてきます。

私は町中で機会あるごとに観光客の声に耳を傾ける

ようにしています。 

大多数の方々は「よかった」「感動した」と肯定的

でありますが、少数の方々、特にツアーでお越しに

なった方々には「あ、こんなもんかな」「これだった

ら、うちの田舎にもあるな」と、いうような否定的

若干不満の声が聞こえてまいります。これにつきま

しては、今後充分現状分析を行い、情報収集を行い、

今後さらなる魅力アップを目指す必要があろうと考

えます。今後関係者の努力、当然であり、特に行政

の関わりは不可欠であろうと考えます。 

そのような中で、次の２点について質問します。 

今後の昭和の町の観光戦略についてお尋ねします。 

私は、いままで、一般質問の機会あるごと、商工

観光行政について議論させていただきました。前述

のように、執行部におかれましては、今後の観光戦

略においての認識及び方向性につきましては、事業
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関係者と同様と考えております。来訪者に対し、昭

和の町としての魅力アップ策として、町中にある利

用できる施設、空き地等の利用法、今後のハード整

備についての考え及びソフト面についてはどのよう

に考えているのか。執行部の考えをお尋ねします。 

２点目、まちづくりにおいて、中活法との関連に

ついてでありますが、まちづくりにおいて、現在計

画進行中の事業の中には、すでに中活法を取り入れ

た事業が展開中であります。桂橋の架け替えも決ま

り、昭和の町と玉津商店街のつながりが実現されま

す。特に玉津側商店街の今後の活性化計画にも大き

な影響が期待されますが、執行部の取り組みをお尋

ねします。 

次に第３号議案、平成２０年度豊後高田市後期高

齢者医療特別会計予算についてであります。 

私は、本議会の代表として、大分県後期高齢者医

療広域連合議会に出席させてもらっています。出向

議員としまして、それぞれの内容につきましては、

理解をしているつもりであります。しかしながら、

本年度、本制度も本年４月に事業開始となります。

市民それぞれに負担をみることでもあり、重要議案

であると考え、本会議においても議員の皆様と共通

認識を持つ必要もありますので、その内容について

議案質疑を行います。 

議案質疑、２款、１項、１目、１９節、大分県後

期高齢者医療広域連合納付金３億２，４９４万３，

０００円について、詳細な説明を求めます。 

次に、関連質問でありますが、負担金保険料もい

よいよ決まり、後期高齢者医療保険制度が始まりま

す。後期高齢者広域連合の都道府県別の保険料の状

況を、私これデータを持っていますが、分析します

と、老人一人当たりの老人医療費広域連合別のデー

タに比例して、比例しまして、医療費の策定が行わ

れます。やっぱり高いところは保険料も高くなって

おります。このような中で、この医療費の老人医療

費の削減に対して執行部はどのように今後行動して

まいりたいと考えているのかお尋ねします。 

次に、第１１号議案、平成２０年度豊後高田市ケ

ーブルネットワーク事業特別会計予算についてです。 

私は議会の質問の度、本事業の市民に対するその

必要性、重要性について、議論を重ねてまいりまし

た。ＣＡＴＶのサービス放送も地域によっては実施

されているやも聞いています。大変好評のようでご

ざいます。今後は、本放送に向け、様々な問題点も

発生してくることも予想されます。さらなる研究、

勉強、努力が必要と考えます。私は今後とも本事業

を注視し、大いに関わってまいりたいと考えていま

す。 

このような観点から、次の１１号議案につきまし

て議案質疑を行います。 

まず、１点目、ケーブルネットワーク特別会計歳

入における分担金６３０万１，０００円、使用料１

億７１４万１，０００円及び手数料１０６万６，０

００円の内訳について説明を求めます。 

２点目、歳出部分、２款、１項、１目、１５節ケ

ーブルテレビ施設工事費６億２，４７３万１，００

０円について説明を求めます。 

次に、関連質問の部分でありますが、いよいよケ

ーブルサービス事業のサービスが、開始が目前に迫

っております。我々を始め市民の方々の期待は、非

常に高まっておりますが、私は本計画の当初より本

事業は、市民サービスを目的とした事業であり、情

報におけるインフラ整備事業だと提案してまいりま

した。本事業の事業効果及び住民サービスを考える

と、市民全員の事業参加が必要と考えます。この考

えは、当初も現在も変わっていません。担当課にお

聞きしますと、現時点では、ＣＡＴＶへの加入率が

７０パーセント強と聞いております。加入分担金及

び引込工事費の、加入分担金の免除期限３月末が迫

ってきました。私は１２月議会において、市民全員

の加入がぜひ必要であろうと議論し、今後における

事業補助の必要性を提案してきました。市民全員加

入に向け、残り３０パーセント弱の市民への対応に

ついて、執行部に次の４点についてお聞きします。 

まず、１点目、加入分担金６万３，０００円の免

除期限が３月３１日に迫ってきます。今後のこれ以

降の住民に対する執行部の見解を求めます。 

２点目、引込工事費の免除期限も９月末とされて

いますが、これにつきましても、その対策について

見解を求めます。 

３点目、現在の加入率及び今後の加入見込みにつ

いて説明を求めます。 

４点目、センター施設ができ上がりますが、その

中の人員配置と運営についてですが、ハード整備が

先行し、ソフト整備が遅れているというのが現状で

あろうと考えます。今後の課題としまして、目前に

迫った放送開始に向けての万全の準備で立ち向かわ

なければなりません。センター施設での人員及び人

材の確保が必要と考えますが、執行部の見解を求め

ます。 
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以上です。 

○議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君） 中山田議員の関連一般質問

の中のケーブルテレビ事業についてお答えいたしま

す。 

 先程ご質問の中にも１２月議会の話が出ておりま

したので、私から答弁させていただきます。 

 今回のケーブルテレビ事業につきましては、これ

までもご説明申し上げましたように、単にテレビの

難視聴対策だけではなくて、情報の格差を是正し、

地域産業の振興、そしてまた高速かつ双方向性の通

信機能を持つ情報ネットワークを活用して、高齢者

の見守りサービスや市民の安心・安全なまちづくり

を実現しようと、そういうことで、そのための社会

基盤であるということを申し上げました。このため、

なんとしてでも、すべての市民の方にご加入をして

もらい、これまで加入率１００パーセントを目指し

て、各自治会を始め、多くの団体、個人の方々にご

協力をいただくとともに、市内全域での市民説明会

や出前説明会の開始、広報誌や新聞折り込みチラシ

による周知活動を行ってまいりましたが、１月には、

全職員が戸別訪問により加入促進活動を実施したと

ころでございます。 

 その中で、最近も１００件ずつ加入申請がきてい

ますけれども、２月末現在では、加入率は７割とい

うことで、予想より非常に低い段階であります。こ

れにつきましては、あと、残された３月までで、す

べてが３割が入るということにはあり得ないという

ことであります。これは、１２月の議会におきまし

ても、各議員から指摘されたところであり、我々の

詰めの甘さというものは痛感させられて、非常に申

し訳なく思っております。 

 その中で、中山田議員から、先の１２月議会にお

いて、合併債を使ってケーブル申込みの有無に関わ

らず、すべての家庭の軒先まで引込線を引いたらど

うかというご提案もありました。これは、そのまま

では、その話も随分合併債についての使用というこ

とで、県、国と話を行いました。その結果として、

その提案としての、すべての家庭に引くことはでき

ないけれども、合併特例債の事業の延長として認め

ようということになりました。ということは、その

ものとしては、合併債を使ってやっていけば、その

ものは合併債事業として認めてやろうという話にな

りましたんで、こういうものの中での引き込みにつ

いては、何とか解決できたなあという気がいたして

おります。このことによりまして、これ４月以降も、

当分の間は各戸への引込工事は、免除を行うという

ことにさせていただきます。 

 それから、また加入分担金の６万３，０００円に

つきましても、現行行っておるその放送や、６月か

ら告知放送を含めた本格運用によってケーブルテレ

ビの良さがわかってくるんではないかと。そういう

面では、私どものところの長岩屋とかそういうとこ

ろの人たちが非常にいいということで、そういう話

がよく出てきております。そういう面では、これそ

のものは、入ってもらうためのものなんで、何とか

ここ辺のものも、当分の間は、そういう意味で８割

軽減とさせていただきたいと。そう思っております。 

こういうふうな措置によって、全戸、どうしても

やはり全戸に入ってもらわなきゃならんことですの

で、ぜひご了解をいただいて、していただきたいと

思います。 

 大石議員には、私のある限りは変えませんという

話も申し上げましたけれども、非常に申し訳なく思

っております。 

 そういうことの中で、当面は、工事費が合併債を

使い、そしてまた加入分担金についても、８割減と

いうことでやらせていただこうと、そう思ってると

ころでございます。 

 以上、その他につきましては、担当課長に答弁さ

せます。以上です。 

○議長（菅 健雄君） 商工観光課長桑原茂彦君。 

○商工観光課長（桑原茂彦君） 中山田議員の第１

号議案、商工費に関するご質疑にお答えします。 

 まず、商工業振興費の中心市街地拠点施設整備工

事費及び測量設計業務委託料につきましては、旧大

分県信用組合玉津支店の内装改修に伴うものでござ

います。特に、玉津商店街を含む玉津地区につきま

しては、陣屋町として栄えてきた歴史的背景の中で、

地元の史跡、寺院、公共施設などが集積していると

いう特色がございます。 

 そのため、高齢者をターゲットとしたまちづくり

へチャレンジするため、この施設を玉津商店街活性

化の拠点施設とするべく予算計上いたしております。 

 具体的な活用方法につきましては、元気な高齢者

向けのデイサービス事業の実施など高齢者の方が集

える施設として、その管理運営に民間的手法を用い

ることも視野に入れて、現在検討しているところで

ございます。 

 次に、空き店舗等に関する補助金についてでござ
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いますが、これまでも商工会議所が事業主体である

空き店舗対策を、空き店舗等活用事業費補助金とし

て計上し、これに加えて、より魅力ある商店街づく

りを行うため、特定業種の誘致等、商店街をコーデ

ィネートする必要が生じた場合に、観光まちづくり

株式会社が事業主体となり、業務提携も含めた空き

店舗対策に支援するための措置として、戦略的空き

店舗等活用事業費補助金として計上、予算計上いた

しております。 

 これまでの町並み景観統一整備事業費補助金と一

店一宝等展示施設整備事業費補助金と併せて、各商

店街の特色を活かした支援策を実施してまいりたい

と考えております。なお、これら事業につきまして

は、国土交通省のまちづくり交付金を活用して取り

組むものでございます。 

 次に、広域観光周遊ツール整備事業費補助金につ

いてでございますが、この補助金は、現在の昭和の

町の賑わいを、仏教遺跡を中心とした山の観光資源

や田染荘など里の資源、長崎鼻や夕陽の真玉海岸な

ど海の資源に広げていくツールとして、昭和の時代

に走っていた懐かしいボンネットバスの導入を図る

ものでございます。 

 本事業は、市観光協会の事業としてバスの購入、

運営計画、関連イベントの開催などを実施してまい

ります。これまで、観光施策としてボンネットバス

を導入することにつきましては、山、里、町、海と

いった資源を活用して観光振興を図るという「千年

ロマン構想」や豊後高田市観光振興計画の中にその

活用計画を載せておりますし、平成１７年度の「レ

トロカーで行く『仏の里・昭和の町』懐古ストリー

ト事業」において、熊本県山江村からボンネットバ

ス『マロン号』を借り受け、５日間のモニターツア

ーを実施したところ、多くの方からの応募があり、

その人気のほどが伺えます。 

 また、昭和の町のまちづくりを採り上げていただ

いたＮＨＫの「オンリーワンを探せ」という番組で

も、ボンネットバスを移動スタジオとして利用し、

国東半島の自然の中を走るシーンが採り上げられま

した。 

 この事業により、昭和の町にとっては、さらなる

振興のために、また山や里などの観光地につきまし

ては、減少している観光客数の回復につながるもの

と期待するところでございます。 

次に、関連一般質問の今後の昭和の町の観光戦略

についてでございます。 

平成１９年は、ご案内のとおり、「昭和の夢町三丁

目館」が大きな原動力となり、過去最高の３０万人

を超える観光客にお越しいただきました。また、本

市の取り組みが地域再生の観点から国等からも高い

評価をいただき、ほぼ連日のように議会、行政機関、

商工団体等から視察にお越しいただき、議会事務局、

商工会議所と観光まちづくり株式会社、そして私ど

も商工観光課で役割分担をして対応させていただい

ております。 

こうした非常にありがたい状況の中であるからこ

そ、今後もこの高い評価に負けないまちづくりを進

めなければなりません。本市の商店街活性化は、全

国からお手本にされているという、私どもとして非

常に気が引き締まる思いでございますが、町の魅力

アップと併せて、それに伴う受け入れ態勢、インフ

ラの整備の推進を一体的に進めていきたいと考えて

おります。 

議員からご質問の、中心市街地活性化法との関連

につきましては、今後におきまして、昨年５月に内

閣総理大臣の認定をいただきました豊後高田市中心

市街地活性化基本計画に基づき昭和の店の拡大、町

中に眠る昭和の建築物等の活用、中央公園の改修、

桂橋の架け替え等を着実に実施してまいりたいと考

えております。これらの施策の実施にあたっては、

認定のメリットを活かして、まちづくり交付金を始

めとする国等の支援措置をいただきながら、昭和の

町を核として地域全体の活性化につなげるべく実施

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

以上です。 

○議長（菅 健雄君） 建設課長奥田秀穂君。 

○建設課長（奥田秀穂君） 中山田議員の第１号議

案、８款５項４目１３節の実施設計業務委託料につ

いてお答えいたします。 

 本実施設計委託料につきましては、中央公園の改

修に伴う測量及び実施設計の委託料でございます。

中央公園につきましては、ご案内のとおり、本市中

心市街地に位置し、旧高田小学校の校舎を経て、昭

和５０年代に多くの市民の憩いの場として一部供用

開始し、以来、子どもたち、親子、高齢者の方々な

どたくさんの市民の皆さんに愛されてきた町のシン

ボル的な公園でございます。その後、時代の変遷の

中で、町の華である商店街の衰退が加速する中で、

商業と観光の一体的振興策として、商店街がもっと

も元気だった昭和３０年代をテーマに、昭和の町の
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取り組みを平成１３年度からスタートいたしました

が、この中央公園には、昭和の町に訪れた多くの観

光客のみならず、観光拠点施設である昭和ロマン蔵

で販売する、昔懐かしい駄菓子を近郊のお子さんが

買って遊ぶ姿が多く見られるようになりました。 

 中央公園は、昭和３０年代は多くの児童が集う小

学校から、その昭和３０年代をテーマとしてまちづ

くりを進めた結果、商店街の元気の復活とともに、

観光客と市民の双方の憩いの場として新たな息吹き

が吹き込まれております。 

 こうした非常に喜ばしい状況の中、多くの観光客

の利用などもあり、児童遊園エリア自体の不足や遊

具の老朽化といった課題が生じてまいりました。さ

らに、休園中の旧かつら保育園跡地について、今後

の利用の課題もございます。こうした経過等から、

これらの課題を解消し、中央公園をさらに魅力ある

公園とするべく、昨年５月に内閣総理大臣の認定を

いただきました中心市街地活性化基本計画に本事業

を位置づけ実施してまいります。 

 具体的には、現在公園のエリア外となっておりま

す旧桂保育園跡地を、今回の改修計画の中では、中

央公園のエリアに新たに取り込み、大型遊具等設置

し、子どもたちの遊園スペースの整備・拡充を図り

ます。 

さらに、隣接の多目的広場については、町中で多

く行われているイベントにも活用できる広場へと整

備・拡充していきたいと考えております。 

 また一方で、昭和の町の進化とともに、現在その

メイン駐車場であります中央商店街駐車場につきま

しては、観光客の大型バスと自家用車の併用の駐車

場であることから、土・日のピーク時を中心に駐車

スペースが不足している状況がございまして、この

ような背景から、魅力ある中央公園の整備に伴い、

全体的な配置の見直しの中で現公園の一部を大型バ

ス専用の駐車場へと整備することも計画してるとこ

ろでございます。 

 いずれにいたしても、今後の事業実施につきまし

ては、中央公園やその周辺エリアをより有効活用す

る視点で、また基本計画認定のメリットを活かし、

国の支援措置を活用しながら実施してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 

○保険年金課長（尾造正直君） それでは中山田議

員の第３号議案、後期高齢者医療特別会計における

大分県後期高齢者医療広域連合納付金についての質

疑にお答えします。 

 後期高齢者医療制度につきましては、大分県後期

高齢者医療広域連合が医療保険者となり、原則７５

歳以上の方を対象として、本年４月から実施される

制度でございます。 

この制度では医療給付費については、医療給付費

について、高齢者の保険料を１割、現役世代からの

支援金を約４割、公費を約５割という負担割合によ

り賄うことになっております。ご案内のとおり、保

険料については、昨年１１月の広域連合議会におい

て決定されておりまして、一人当たりの被保険者均

等割は年額４万７，１００円、所得割率８．７８パ

ーセントで、一人当たりの平均保険料は合計７万９，

５００円でございます。 

 この保険料の徴収については、市町村の事務とな

っておりまして、質疑のありました納付金につきま

しては、徴収した保険料を大分県後期高齢者医療広

域連合に納付するものでございます。 

 また、低所得者について軽減した保険料分につき

ましても、保険基盤安定繰入金として、一般会計か

ら繰り入れたあと、大分県後期高齢者医療広域連合

に納付されることになっております。 

 次に、関連一般質問についてお答えします。 

 少子高齢化が進む中、国民医療費は増加の一途で

ありまして、国及び地方財政にとっては深刻な問題

となっております。このような中、将来の高齢者の

医療費をどう負担するかが医療保険の大きな課題と

なっております。さらに、財源を支えている現役世

代の人口が減少していることが問題となる大きな要

因となっています。医療費の抑制には限界があるこ

とから、厚生労働省においては、現在実施されてお

ります医療制度改革の中で、疾病予防を重視した政

策に転換し、医療費の適正化を目指しております。

約３２兆円の国民医療費の内、生活習慣病関連の医

療費が３分の１を占めており、この生活習慣病のリ

スク要因を減少させることにより、医療費の減少を

図るものでございます。そのための重点事業として、

平成２０年度から医療保険者に対し、４０歳から７

４歳までを対象に、特定健康診査及び特定保健指導

が義務付けられております。市町村国保においては、

保健師、看護師及び管理栄養士などの専門職が訪問

指導や個別指導を行う中で、特定健診６５パーセン

ト、特定保健指導４５パーセントの実施率を目標に、

メタボリックシンドロームの該当者とその予備群を、
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平成２０年度対比で、平成２４年度までに１０パー

セント減少させ、平成２７年度には２５パーセント

減少させるものでございます。このことにより、医

療費の大幅な削減ができると見込まれております。 

 本市といたしましては、来年度から実施されるこ

の特定健診、保健指導のほか、現在実施しておりま

す元気アップ事業、チャレンジウォーキング事業、

食生活改善事業及び健康教育事業などを引き続き実

施し、疾病の予防を図るとともに、医療費の適正化

に努めてまいりたいと考えております。 

 さらに、今後、団塊の世代の方が高齢者となって

きますが、健康の保持、増進についての理解を深め

ていただき、高齢者が住みなれた地域で、安心し、

自立した日常生活が営まれるよう介護予防事業とも

連携しつつ、取り組んでまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 第１１号

議案に関する質疑についてお答えを申し上げます。 

 まず、歳入についてでございますが、１款、１項、

１目の分担金６３０万１，０００円の内訳といたし

ましては、予算策定時では、年間１００件分の加入

分担金６３０万円を計上しておりました。先程、市

長からご答弁申し上げましたとおり、減免措置を実

施いたしますので、相当額の減額となるものと思わ

れます。 

 次に、２款、１項、１目の使用料１億７１４万１，

０００円の内訳につきましては、基本使用料が８，

７２０万８，０００円、付加サービス使用料等が１，

９９３万３，０００円でございます。 

次に、２款、２項、１目の手数料１０６万６，０

００円の内訳につきましては、衛星放送番組の放送

手数料でございます。 

次に、２款、１項、１目、１５節のケーブルテレ

ビ施設整備工事費６億２，４７３万１，０００円の

工事の内容についてでございますが、農業振興地域

を対象とした農林水産省の元気な地域づくり交付金

の最終年度となりますので、本年度に引き続く加入

者宅への引込工事、告知端末設置工事、屋外拡声器

の整備、農業アプリケーションの構築などが主なも

のでございます。 

次に、関連一般質問のセンター施設の人員配置と

運営についてでございますが、６月１日に開局を予

定いたしており、自主放送番組の制作なども行いま

すので、新年度より職員３名、嘱託職員２名程度の

配置を予定しているところでございます。 

○議長（菅 健雄君） ７番中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君） それでは再質問を行いま

す。 

 市長より答弁いただきましたが、私も１２月定例

会で、大変気になることで、その後も帰りまして市

民の方々と話した中で、やはり何とか全員の方に入

っていただいたが事業効果があるんじゃないかとい

うような意見もいただきました。しかし、今度は、

英断で、補助期間が延びたということでありますが、

市長もあの時点であれだけ言った中で、なんでこう

いうことになったのか、いまどういう補助あれがで

きたのかということにつきましては、担当課長もお

りますので、もう一回納得できる説明をお願いした

いと思います。詳細について説明、予算ですがお願

いします。 

 それから、商工費でありますが、空き店舗対策事

業、戦略的空き店舗対策事業というのが予算化され

ました。私は心配するのは、こういった中で、空き

店舗対策事業、修景事業もかかるんですが、どうい

うんですか、中の町中でも組織編成がありまして、

補助を受けながら出られた方、チャレンジショップ

等で出られた方のあとに、また新たに入るというよ

うな人が、事業者がおるようでありますので、そう

いった中で継続でそういった空き店舗対策事業の補

助を得られるのかどうか。できれば、得られるよう

にしていただきたいというのが、いま皆さんの発想

なんですよ。それは決め事でありますので、その辺

はどうなるのか、１点だけお聞きしたいと思います。 

 それと、ボンネットバスにつきましては、以前よ

りずっとこの件につきまして議論上がっておりまし

て、やっとここまできたかなということであります

ので、この事業は何とか観光地の一体化を目指して、

本当に真剣に取り組んで事業効果を上げていただき

たいと。これはもう結構ですので、頑張っていただ

きたいと思います。 

 それと、公園の関係なんですけど、私、最近、公

園に孫ができましてよく行くんですが、最近、小さ

い子ども連れたお母さん方とか、おじいちゃん、お

ばあちゃん方が大変多いんですね、土・日に行きま

すと。特にこれから天候も良くなって、なんでこん

なに多いんかな、やっぱり昭和の町の効果じゃ、人

が集まるんで多いんかなと思いながら、じっと見つ

めてるんですが、そういった部分に充分に考慮され



３月１０日 

 - 14 - 

まして、その面と、さっき言われました昭和の町の

駐車場の件も考慮されまして、充分に検討していた

だきたいと、このように思います。 

 それから、後期高齢者保険制度の件でありますが、

私は前もこれについては議論しました。いろんなこ

とでありましたが、課長の言われることは充分理解

できて、それは立派なことだと思うんです。ただ、

私が言うのは、私たちがもうすでにあと何年かする

ともう高齢者になります。団塊の世代、とんでもな

い数が老人になっていくわけです。そのときになっ

て慌てるんじゃなくて、できれば私が言いたいのは、

なんでそのこういうデータがあるんだということ言

うかといいますと、皆さんそれぞれに各県、各市で

努力はされると思いますが、突出した市があるんで

すね、長野県とか、例えば前回でも言いました北海

道の瀬棚町、いま合併しましたけどね、そういった

とこ医療効果が大変出まして、予防医療でものすご

く老人医療費が違う。極端な話が、百数万と６０万、

４割違うわけですね。これはやっぱしそれなりの努

力をその地域でされてる。長野県佐久市の「ピンピ

ンコロリ運動」とかいろいろあろうと思いますが、

それにつきまして、やっぱしこれは、今後のこと、

要るから取るんじゃなくて、取るやつを少しでも減

そうという形で努力するべきだと思うんです。そう

いった面で、こういうことについて、もう一度何と

か皆さん執行部としては勉強するなり、やっぱり情

報を取り寄せるなりして努力していただきたいと思

います。その辺についてどう思うか、考えをお聞き

します。 

それともう１点、施設の人員配置の件であります

が、たぶん、先程申しましたけど、１回目の質問で

言ったんですが、ハード整備は当然最初から、我々

はハードを先にやろうということでやってきたんで

すが、ソフトの部分で相当遅れてる部分があります。

例えば放送の内容、コンテンツ、あるいはどういっ

たものに自分らの市民チャンネル使うのかといった

面で、相当の遅れがあると思いますので、６月に供

用開始するということでありましたら、このあと３

ヶ月の中で相当な努力が必要と思います。そういっ

た中で、そういった専門の、専門に近いノウハウを

持った人材を何とか早めに見つけていただいて、皆

さんと一緒になって、そういったソフトの部分を開

発していただきたいと思いますが、その辺は、内容

についてわかれば、わからなければ結構ですが、そ

ういったことを考えておられるのか、お答えをお願

いします。 

以上です。 

○議長（菅 健雄君） 商工観光課長桑原茂彦君。 

○商工観光課長（桑原茂彦君） 中山田議員の再質

疑にお答えします。 

 空き店舗等対策事業で実施をいたしました個店等

につきましては、補助金の適正化法との絡みもござ

います。個々のケースに応じてですね、対応してま

いりたいと思います。 

 空いてるより、それが一番心配なことですので、

できるだけの形で対応してまいりたいと思っており

ます。 

以上です。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 再質問に

ついてお答えを申し上げます。 

 先般の１２月定例会での答弁におきまして、議員

からご提案をいただきました内容等につきましては、

当初、私ども担当といたしまして、合併特例債の充

当の案件につきましては、当初事業の範囲内という

ことで国から指示がございました。これ以降、その

私どもも突っ込んだ議論をしないままに、その部分

につきまして実行を進めてきたわけでございます。

で、今回、そういうご提案もございました関係で、

いわゆる合併特例債期間の延長につきまして、相当

県の担当、それから国までの協議等、引き続いてや

ってきた状況でございまして、初めて先程市長から

ご答弁申し上げましたように、期間の延長が認めら

れたということでございます。 

 この取り扱い等につきまして、私どもの協議、そ

れから調査の不足等につきまして、ご迷惑を掛けま

したことに対しましては、担当課長として深くお詫

びを申し上げます。今後もよりよいケーブルネット

ワーク事業を展開を目指してまいりますので、よろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 

○保険年金課長（尾造正直君） 中山田議員の再質

疑にお答えいたします。 

 中山田議員の再質疑のように、団塊の世代がこれ

からあと５年もすれば高齢者になっていくというこ

とで、非常に我々も危惧しているところでございま

す。確かにこれから団塊の世代の方々の高齢者にな

っていく段階での医療費というのが、非常に膨大な
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金額になってくるということでありますが、要は団

塊の世代の方々がそういった要支援、要介護状態に

ならないような形でどういうふうに取り組んでいく

のか。 

一つには、我々がいま考えてるのは、現在要支援、

要介護状態の方、さらには要支援、要介護になられ

る方をいかに食い止めていくかという方向でありま

す。そのためには、これから団塊の世代の方々の力

が必要ではないかなと。ですから、これから団塊の

世代の方々が現役をリタイアしましていくわけであ

りますが、そういった方々に、そういった要支援、

要介護になるような危険性のある高齢者の方を支援

していただく、そういった見守り、あるいは声かけ、

そういった組織づくり、いわゆる市のネットワーク

みたいな体制ができればなというふうに思っており

ます。 

 そういった組織体制を作りですね、担っていただ

ければ、自ずから自分たちも健康維持増進に向けて

ですね、頑張っていただけるんじゃなかろうかなと

いうふうに思ってるところであります。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） ７番中山田健晴君。 

○７番（中山田健晴君） まあ、我々が団塊の世代、

当然我々が理解せねばいけんことでしょうけど、や

はり、その地域によって、やっぱりそれに対応する

取り組みを考えていく、研究するということは今後

必要であろうということで思いますんで、ぜひそう

いった面で、そういう機会がありましたら、また機

会を作りまして勉強していただきたい。そして、市

民の皆さん、我々これからの高齢者を迎える皆さん

にお知らせないし、勉強していただきたいなという

ふうに思います。もう答弁要りません。 

 それと、もう１点、ＣＡＴＶの件ですが、たぶん

豊後高田市がこのＦＴＴＨのＣＡＴＶにおきまして

は、日本で最先端のところをいってると思います。

また、後方には、竹田とか、国東とか、中津とかが

どうも見守っているようですけど、やっぱし新しい

事業ですので、いろんなことがこれから起こると思

います。サプライズもあると思います。そういった

面には充分に検討を重ねて、今度のみたいなことの

ないように、皆さんに納得いく行政ができるように

やっていただきたい、このように思います。これで

質問を終わります。 

○議長（菅 健雄君） 議案質疑を続けます。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） 日本共産党の大石であり

ます。１時間で議案質疑並びに関連一般質問をした

いと思いますので、まあ、通告表にありますように

課題が多いだけに、市民に一番知ってほしい点を聞

きますのでね、明快な答弁を、もう長々要りません

ので、明快な答弁を求めたいと思います。 

 最初は第１号、当初予算の中の同和事業について

なんです。 

ご承知のように、この差別解消せよということで

同和事業を実施をしまして、もう全国膨大な、莫大

なですね、税金投入しまして、各種事業をやりまし

た。その結果、基本的にはもう差別が解消したとい

うことで、特例法も廃止をしまして、基本的には、

豊後高田の場合でも個人施策などの同和事業は廃止

をしております。平成１３年末にこの法が切れたん

ですけれども、それからもう７、８年経つんですが、

私が問題にしたいのは、同じ豊後高田市でありなが

ら、旧高田と旧真玉のこの同和関係団体に対しては、

本年度も１５５万円の団体補助金を交付する予算に

なっています。昨年は１０万切っておりましたけれ

ども、本年は、また昨年と同額の予算なんです。本

来ならば、県下調べてみましたけれども、県につい

てもです、年次計画作ってどんどん削減しています。

中津なんかゼロですね。まあ合併して、三光村の団

体にちょっと出すようになりましたけれども、よっ

て、私が聞きたいのは、基本的には廃止、それがで

きなければ、年次計画を作って減額すべきなのにね、

なんで今回昨年と同額の予算が出されてるのか、そ

の根拠について、明らかにしていただきたいと思い

ます。 

 次が、住宅改修資金の貸付元利金収入、当初予算

は昨年度と比較してみますと、昨年よりも１３万８，

０００円だけは増額していますけれども、１年間の

収入見込予算は１８８万３，０００円であります。

で、皆さんに資料をお配りのように、もうすでに長

期にこげついてるね、期限までに償還してもらって

ないこげつき額が１億近くあります。１億近くある

のに、期限が過ぎても、私の調査では、一番長いの

は２７年間放置をしていますけれども、なのに本年

度についても、わずか１８８万しかもう徴収しない

ということはどういうことなのかと。その辺の根拠

について明らかにしていただきたいと思うんです。 

 それから、本来、この長期滞納者が１８人おると

いうことが資料でわかりましたけれども、その長期

にこげついている原因といいますかね、いまだに解
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決できないのは、市長以下あなた方の努力の不足な

のか、あるいはだれが考えてみても無理な状況にな

るということがあるならばそれも明らかにしてもら

う。宇佐の議会傍聴しましたけれども、宇佐では法

的手段なども検討してですね、何らかの方法で解決

するという答弁をしまして、議会では評価をされて

おりました。高田では、この長期こげつき約１億円

を今後どうするのかね、市長の姿勢をお尋ねしたい

と思います。 

 次が、第２号議案、国保の会計であります。 

 いま、中山田議員から、後期高齢者いわゆる７５

歳以上のお年寄りは別枠になって、保険料も別枠だ

けども、医療費が高ければ高いだけ７５歳以上の保

険料も高くなると。何とか医療費を下げてくれと言

われました。これはですね、豊後高田が下げたから

といって、そう特別下がるわけじゃないんですね。

もう人口の多いとこは下げてくれんと、大分県一本

で、これは７５歳以上これは大分県一本ですから、

豊後高田だけでの努力では、もうちょっとならない

問題だと思うんですよ。 

しかし、私が問題にするのは国保ですね。国保と

いうのは、７４歳以下の市民の皆さんが加入してお

ります。これは、所得が減るのに、所得に比べてみ

て国保税が高いというのは多くの市民の声でありま

す。ところが今度の予算を見ましたら、皆さんも予

算見てほしいと思うんですが、この国保税の元にな

る保険給付費は、昨年度予算比で１億２，７００万

円減額してます。医療費がこれだけ抑えられるんだ

と。医療費が抑えられれば、国保税も当然抑えられ

るというのが一般論だと思うんですね。 

 それで、今回、もう一回資料集の中にお願いしま

したが、１９年度の最終いわゆる決算見込みはどう

ですかという資料があるんですね。その決算見込み

と２０年度の当初予算を比べてみても、差額１億３，

３６０万あるんです。この１年間１９年度の医療費

の実態からみても、来年度についての予算は、１億

３，３６０万減になってるんですよ。これはもうこ

んだけ減でやれるというんならば、まあ、先程言い

ましたこのかなり医療費削減の努力をするというこ

とでこういうことになったんならね、なったでいい

んです。その辺の説明をしてもらいたい。 

 それから、次が二つ目は、後期支援金というのが

今年から新たにつきました。これまでの介護保険が

実施されまして、国保に入ってる４０歳から６４歳

までの方は、介護納付金という形で新たに負担がさ

せられました。これは新たな負担でした。今度の支

援金というのは、４０歳からじゃなくて、国保に入

ってる０歳から７４歳までの方一人当たり４万９，

０００なにがしからが負担になるという、これがも

う大問題なんですけれども、されることになります。

介護保険は４０歳から、今度は０歳からですね。こ

の額がうちで３，２００万円を予算化しておりまし

たね。この根拠について明らかにしてもらいたい。 

 それから、その次が、介護納付金については、３，

０００万円前年度予算から減額をされているんです

ね。だからこの減額、まあ介護納付金については、

全国一律、豊後高田についても４万なにがしかが請

求されるんですけれども、１年間比べてみても２パ

ーセントくらい上がってると思うんですけれども、

上がる見込みだと思うんですけど、うちの場合は３，

０００万円減額になってるんですけど、その根拠に

ついて明らかにしてほしい。 

 次は関連一般質問で、何とかこの、いま課長も言

いましたように、要支援や要介護にならないように

ね、本当にみんなお年寄りも元気で、若い人も元気

で長生きをしてほしいと思うんです。そうすれば、

お互い家庭も円満に行きますし、同時に医療費も国

保税も抑えられてそれは結構なことなんです。よっ

て、そのためには、市もいろいろと健康づくりで独

自事業で努力をしてきましたけれども、今回特定健

診になりまして、４月から特定健診をやるというこ

とで、いままでの基本健診が廃止をされることにな

ります。私の調査では、廃止をされ、特定健診で国

保でやることになることにより、市の一般財源は随

分楽になります。一般財源の負担が減ります。よそ

で、先進地では、その減った分で、市独自でこの保

健事業、予防事業に取り組もうということで、市長

がそれやれと、その分は市民の健康づくりに力を入

れようということで、いろいろといま計画を練り上

げてる、もう計画書ができとるところもあります。 

 よって、豊後高田についても、がんや心臓病や脳

卒中の早期発見、早期治療などなどですね、健康づ

くりを推進するために市独自の事業をやれないかと

いうのが質問です。 

 それから、次は、国から市町村の国保会計に特別

調整交付金をずっともらってるんですけれども、こ

れは法的になってるんですけれども、これは豊後高

田市ではなくて、厚生労働省のミスによりまして、

豊後高田ではもらえる金をもらっていない。これは

豊後高田だけでなくて、沖縄県が一番大きいんです
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けれども、もう全国各地で起こっておりまして、日

本共産党の赤嶺政賢衆議院議員が、国会でも何度も

追及しましたし、委員会でも問題にしまして、何と

かこの厚生労働省のミスによって、市町村がもらえ

なかった、もらい損ねたお金については、この平成

１９年度中、３月末までには全額出せという追及し

まして、全額出ることになりました。 

 豊後高田では何千万入る予定なのか、どういう通

知を受けたのか、いつ何千万来るのか。 

問題なのはですね、これ時効分についてはね、な

かなかしぶってきたんですよ、時効だからと。それ

でも、国会で追及した中で、時効になってる分も平

成２０年度から５年間で分割をして払うと。分割で

市町村に調整交付金の中に入れて市町村に返すとい

うことになったんですよね。うちはこれは少ないよ

うですけれども、これについてもですね、５年間待

つんじゃなくて、分割じゃ困ると、もういま、国保

が高くて困っとんだから、その分を国保の値下げに

使いたいんで、直ちに出せということを市長、厚生

省に働きかけてもらいたいと思うんですけれども、

その辺はどうなのか。 

 それから、もう１点は、国保の引き下げについて

です。いま指摘した点ですね、この予算案から見た

限りでは、国保税は、引き下げが可能だと思うんで

す。だって、医療費そのものが下がる。納付金も３，

０００万下げていいんやと、介護納付金ですよ。で、

その代わり高齢者支援金が出るようになったけども、

新たに３，０００万出ることになったけれども、そ

の分はいままで老人保健拠出金が６億かね、５億か

６億出しておったものが、今度はもう基本的に出さ

なくてよくなったということを考えたらね、これ予

算上から見たら当然国保税は下がるということにな

るんですけども、６月議会に国保税の引き下げの提

案をする考えがあるのかどうなのか。その辺を明ら

かにしてください。 

 次が、第５号議案の介護保険ですけれども、介護

保険が前年度当初予算よりも４，０００万円増額予

算になっておりますけれども、３ヶ年第３期計画と

比較をしてみて、計画よりもこういう部分が増えた

というところと、いやこういう部分は減るんだと、

計画に比べてみてね、しかし、合計前年度比４，０

００万なんだと、その計画そのものが３年目だから

高いなら高いでもいいですからね、説明してくださ

い。 

 それから、一般質問では、言うてもですね、お年

寄りについては、４月から後期高齢者医療が始まる

ちゅうことでもう不安でならないけれども、同時に

もう介護保険の負担も大変や、年金は上がらへんの

にどげえしてくるっかち、どげかしちょくれちゅう

んが、声ですよ。それで調べてみましたら、大分市

なんかね、やっぱ釘宮市長がえらいですよ。職員に

ね、指示してるんですよ。何とかいい方法考えてみ

よと、全国の状況も調査してみてね、いい方法ない

かちゅうことでね、大分県内では、私の調査では、

大分市が一番いいね、減免制度を作ってるんですよ。

いわゆる私とこの、ただ、市の条例を作ってる介護

保険料１段階なんぼ、２段階なんぼ以外にね、こう

いう方については、これだけ減免しますという規則

を設けてるわけね。宇佐もやりましたよ。宇佐のは

まあ大分の半分ぐらいしかない、中身はないけれど

もね、よってですね、豊後高田においても、市長、

お年寄りに長生きしてもらいたいというんならば、

やっぱ負担を軽くせんとね、もうなんもかんも生き

ちょったら、もう地獄やということになりますよ。 

 で、先進地に見習って、そういう介護保険料のお

年寄りの負担を軽くする制度を考えられないかどう

か聞きます。 

 それから、第１３号議案は、一般会計の補正であ

りますが、この中の市の借金ですね、市の市債が今

回また補正されておりますけれども、合計しました

ら、本年度の市債が１８億５，３００万になると思

うんです。で、よって、当初なるべく借金を減らし

ていこうと、借金するよりは、返還する額のほうを

増やしていこうということであったんだけども、実

際、今回また借金増やすことによって、その辺差し

引きどうなるのかということを、ちょっと簡潔でい

いですからね、いや、差し引きそう大したことない

と、やっぱり借金減っていくんだということをね、

市民にわかるように説明してください。 

 それから、スパランド真玉に対する運営補助金も、

もう私は去年ぎりぎりで１，０００万出したので、

あれで終わった、１，０５０万か、１，０００万出

したので終わったかと思いましたら、また今度も年

度末ぎりぎりになって、スパランドにまた８５０万

出すちゅうわけね。そらだれが社長になっても、も

うそら経営がうまくいかなければ、市があとはその

穴埋めしてくれるちゅうなら楽なもんじゃなあとい

うふうに思えてならないんですけどね、この８５０

万円出す根拠について、明らかにしてもらいたいと

思います。 
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 それから、一般質問としては、もう市の借金は１

８２億円余りありますけれども、利息だけでも３億

円を超える利息を払っております。で、よって、政

府は、高い利息については、何とか新たな軽減制度

を作ってくれて、やりくりで解消していく方策をと

っていただきましてよかったと思いますが、３年間

でやるんですけれども、それを大いに使ってですね、

この繰上充用するなどして借金を減らすべきではな

いかなあと。市長もそうあと何十年もすることじゃ

ないと思いますのでね、あとの市長や市民に借金を

押しつけるようなことがあってはならないと思いま

すんでね、聞いておきます。 

 次が１４号の国保会計なんですけれども、国保会

計の１４号は、補正と決算見込みというふうになっ

ておりますが、給付費の決算は２１億３，８００万

円、１９年度の予算が２２億７，６６８万円ですね。

で、それに対して、その予算を見ますと前回よりも

増えてるんだけど、問題なのは、今回６２８万円給

付費を増額しなければ実際支払いできないかったら、

いまの決算見込みからいったらいけるという数値に

なるんだけどね、その辺大きな問題じゃないんです

けれども、余れば繰り越せばいいわけなんだけども、

そこ辺ちょっと説明してもらったらと思います。 

 もうそれでいいかな。 

次は、２２号のケーブルテレビの契約変更につい

てですね、今回、工期を２ヶ月間延長する、延ばし

て変更するということなんですけれども、そのケー

ブルテレビの施設整備工事費の中で、もうどの部分

の工事が契約期限までにできなくて、２ヶ月延ばさ

れなければならなくなってるのかということですね、

その内容。 

そして、素人なりに私考えてみたら、引込工事費、

工事の部分ではないかと思うんですけれども、引込

工事の対象の内訳ですね、実際にこれだけの契約を

してる。しかし、いまこれだけしかできていない。

あと残りがこれだけあるんだけども、それは期日ま

でに無理だから、２ヶ月延ばすということなら、そ

れで明らかにする。 

三つ目の質問は、もう２ヶ月も待たなくて、やは

り市内にもいろんな業者がおるわけだから、下請け

に出させてね、下請けに出させて、やはり基本的に

は期日までに努力してもらうけれども、それができ

ない場合でも、４月末までにはね、５月末じゃなく

て、４月末までにというような努力はされないのか

どうなのかね、を聞いておきます。 

それから、関連一般質問では、６月から試験放送

が始まり、職員も５人配置をすることになりました

けれども、いよいよ６月のいつから、その試験放送

の中身、自主放送はどういう形でしようとしてるの

か、その辺を聞きます。 

それからもう１点は、市長がなかなかその認識が

甘かって、３月末までに１００パーセントいかない

という自分の思いを述べておりましたけどね、私は

これを急がせるための一助としてね、まあ再質問で

も意見述べたいと思うんだけども、このいまここの

２項目で挙げてる問題大事なんです。 

それは、集合住宅の扱いです。集合住宅について

は、一括で加入してもらえば、それは空き家があっ

た場合は空き家の分までもそれは基本料金もらいま

すよと、その代わり基本料金はこれだけ免除します

よという条例になってるんですね。しかし、戸別の

場合は戸別戸別で、それは当たり前と両方いけるこ

とになってるんですね。だけども、今日のこの７割

のデータ見ましたら、まだまだ集合住宅のある部分、

市営住宅や県営住宅のある部分、ここの加入率が悪

いわけですね。 

よってですね、私も何人からも相談受けましたけ

れども、例えば集合住宅で入っておっても、今度新

しく市内に新居を構えたという場合どうなるかとい

う問題なんですね。集合住宅の場合は、いま、家主

さんが加入するという場合ですよ。家主さんが宅内

工事も全部やってくれる。これ結構ですよね。その

代わり出たあとの人もどうぞまた使ってくださいと

なれば、入居しやすいという条件がある。これもい

いと思うんですよ。そこまでいいんですよ。しかし、

本人たちは、加入金は払わんじゃったと。一般でも

払わんでもいいわけやから、いま、加入金も引込料

も要らんでしょう。しかし、基本料金は払うわけよ

ね。基本料金や利用料金は払っていきます。その方

が、一般の家の場合やったら、移転した場合は、そ

れは権利が持っていかれるというのはそれは当然の

ことなんやけども、集合住宅の場合についても、新

しく市内に住居を構えてね、その加入金や引込料に

ついては、やっぱり免除措置をとるべきじゃないか

と、最低加入金は、加入したものとみなすと、加入

してるわけだからね、そういうのをとってもらいた

いと思うんだけど、それができないか。が、一つね。 

まあ関連であと市営住宅関連で県営住宅のこと言

いたいと思うんですけど、同じ問題がありますんで

ね、それでいいですね。 
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次が、後期高齢者医療についてですね、ちょっと

時間がないね、もうこれ、後期高齢者医療では、条

例第２条ではね、市において行う事務をずっと、何

点も挙げてるんですけれども、その中での３項の中

にね、保険料の徴収猶予に係る申請の受け付けをす

るちなってるわけね。徴収猶予の中身ちゅうのはど

げなことか、本来ならば、中山田さんに聞けばもっ

とわかるんかしらんけどね、これは広域連合議会で

議論してる内容なんですけども、それから、保険料

の免除に係る申請書の提出受付をするんだけども、

その申請書を市民が出そうとしても、中身知らなけ

れば申請しませんからね、その辺どうなのか。督促

状についても、１００円を徴収するが、やむを得ん

ときは、やむを得んと市長が認めた場合は、取らな

くてもよいちなってるわけね。そのとき市長が認め

るというのは、どういうときに督促料が要らないと

いうふうに認めるのか、市長の考え聞きたいんです。 

それから、延滞金についても免除ができるように

なってるんですね。市長の考え一つで。どういう場

合に延滞金の免除ができるというのか。 

それから罰則規定については、これは厳しすぎる

んじゃないかと思うのでどうなのか。 

もう１点は、一番問題になってるのが、被扶養者

の問題なんですよね。いまの子どもの扶養になって

る方は、社会保険などに入ってるために、保険料は

要らなかったが、後期高齢者医療が始まりますと、

すべてのお年寄りから保険料が取り立てられる。こ

の方が一番問題なんです。国民の批判があるために

半年間だけは免除する、もう半年間だけは９割免除

する、その次１年間は、半額、その次からもう全額

取られることになるんですけれども、保険料が一番

安い人でも、いまはゼロなんですけどね、いまは要

らない方が、どんなに安い方でも１万４，１００円

取られることになるんですけども、その聞きたいの

は、豊後高田であなた方の理解として、高い人はな

んぼになるのか、半年間ゼロはわかりますよ。その

うち９割免除、半額免除、以外その丸々もらう場合

にね、いまゼロだった方が、一番高く取られるのは

なんぼ取られることになるのかという質問です。 

それから一般質問なんですけれども、まあこの制

度がわかればわかるほどね、こらあお年寄りにとっ

ては大変じゃのう、姥捨て山に行くんかあ、医療費

がないのは、死ねちゅうんかちゅう形でね、怒りの

声が高いんですよ。よってね、この説明会をもっと

頻繁に地域でやるべきじゃないかなと。できたら、

議会についても、執行部がこれ市民にわかるように

ね、もっと詳しく説明をすべきだと思いますが、ど

うなのか。 

それから、国保税に比べてみて、大分県調べてみ

ましたら、高くなるところは、旧でいったら６か７

市町村しかないんですよね。その中の一番大きいの

が旧真玉と旧香々地なんです。大分県５８箇市町村

の中で高くなるのは、６～７の内のこの旧豊後高田

では、高田と真玉が入ります。しかし、二人世帯、

二人世帯の場合は、旧高田の方々も値上げになりま

す。その値上げになる部分について、何とか市の一

般財源で特別手当ができないかという質問です。市

長の見解を求めます。 

それから３番目は、この何とか市長がこの問題だ

らけの後期高齢者医療制度を、国に向かって廃止し

よという働きかけできないかと。新聞テレビを賑わ

しましたように、全国ではもう５００を超える自治

体で、この見直しあるいは廃止を求める議会の決議

がされております。議会の全国議会の３分の１にあ

たるんですよ。それから日本共産党始め、野党４党

が、この法案を廃止せよと、いう共同提案も提案を

いたしましたし、岐阜県の大垣市の市議会では、自

民党の議員が、この、こんな制度止めろというビラ

を全戸に配り、街頭演説をし、議会に提案しました。

議会で決議案提案しましたら、公明党の議員だけが

それ反対しましたけども、あとの議員は全部賛成し

てですね、国に向かって、後期高齢者医療を廃止せ

よという決議をしまして、歴史的なことが起こって

るんですよね。 

もうそういう時代ですから、豊後高田の場合、高

齢者が多いので、市長は国に向けて働きかけを、中

止を求めて働きかけができないかという質問です。 

以上です。 

○議長（菅 健雄君） 人権・同和対策課長浅井 哲

君。 

○人権・同和対策課長（浅井 哲君） お答えいた

します。 

 大石議員ご質問の同和対策推進活動費補助金につ

いてでありますが、部落差別の完全解消を目的とし

て補助をいたしておるところでございます。 

先程ご質問にございましたが、この見直しにつき

ましても、事業効果等協議をいたしまして、財政状

況等も踏まえながら、総合的に勘案をしてまりいた

いというふうに考えております。よろしくお願い申

し上げます。 
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○議長（菅 健雄君） 建設課長奥田秀穂君。 

○建設課長（奥田秀穂君） 大石議員の第１号議案

の内、住宅新築資金等貸付金元利収入についてお答

えいたします。 

 平成２０年２月２９日現在で、滞納額は５，８０

３万９，４０９円であります。また、平成２０年度

の住宅新築資金貸付金元利収入といたしましては、

１８８万３，０００円を見込んでおります。この滞

納の原因といたしましては、貸付期間が長年にわた

ることから、借受人本人の多くが死亡しており、そ

の相続人の一部については、相続放棄手続きをとっ

ております。また、借受人本人が自己破産をしてい

る場合もあり、借受人本人からの徴収が困難である

のが現状であります。 

 なお、保証人につきましても多くが死亡しており、

所在が不明な方も数名おられます。今後の対策につ

きましては、先程の他市の対応等研究しながら、滞

納整理に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 

○保険年金課長（尾造正直君） それでは大石議員

の第２号議案、平成２０年度国民健康保険特別会計

予算についての質疑にお答えします。 

 初めに、２款の保険給付費についてでございます。

給付費については、インフルエンザ等の流行病によ

り大きく左右されることから、過去５年間の給付実

績により、伸び率と被保険者数の変動を考慮し算出

したものでございまして、２１億４，３０８万３，

０００円を予定しております。前年度予算対比で１

億２，７３１万８，０００円、５．６パーセントの

減を見込んでおります。前年対比で減額となった要

因といたしましては、平成１９年度の当初予算編成

時において見込んだ予算に対し、決算見込額が少な

いこと及び本年度において被保険者数の減少が見込

まれるためでございます。 

 次に、３款の後期高齢者支援金についてお答えし

ます。 

 後期高齢者支援金は、４月から実施される後期高

齢者医療制度における各医療保険者からの支援金で

ございまして、国民健康保険から３億２５６万８，

０００円を予定しております。算出根拠については、

一人当たり３万８，２２７円で、被保険者数７，９

８１人を見込んでおります。なお、平成２０年度に

つきましては、４月から２月までの１１ヶ月分の計

算でございます。 

 次に、６款の介護納付金につきましては、介護保

険制度における４０歳から６４歳までの第２号被保

険者に係る納付金でございまして、１億８８９万５，

０００円を予定しており、前年度対比で３，０３４

万７，０００円、２１．８パーセントの減を見込ん

でおります。算出根拠については、一人当たり４万

９，７００円、被保険者数２，７２１人を見込んで

おります。なお、前年対比の減につきましては、平

成１８年度の介護納付金の減額精算に伴う分が要因

であります。 

 次に、関連一般質問の保健予防事業の推進につい

てお答えします。 

 現在、国民医療費の３割が生活習慣病が原因とな

っています。不規則な生活習慣により肥満者が増加

傾向にあり、その多くが糖尿病、高血圧、高脂血症

の起因因子を持ち、心疾患や脳血管疾患を発症する

危険が増大しています。 

 そこで、平成２０年度から、これまでの老人保健

法の規定による住民基本健診に代わり、４０歳から

７４歳までの方を対象に、各医療保険者に対し生活

習慣病予防に着目した特定健康診査、特定保健指導

が義務付けられました。別途後期高齢者や介護保険

においても、検診及び生活機能評価を実施すること

になります。 

 事業費については、２，１００万円程度計上して

おりますが、補助対象経費につきましては、補助基

準単価により約１，０００万程度であり、国及び県

で各々３分の１の補助でございます。 

 新たな市単独の健康事業でございますが、先程中

山田議員に答弁いたしました事業を、関係課と連携

を図り、積極的に推進してまいりたいと考えます。 

 次に、特別調整交付金についてお答えします。 

 国の算定システムの誤りによる国の特別調整交付

金につきましては、国からの通知によりますと、平

成１４年度から平成１７年度分については、再度交

付金の計算をして、不足分については平成１９年度

に交付し、平成１３年度以前については、交付率の

割り増しにより５年間で調整することになっており

ます。 

 本市においては、試算によりますと２，９８３万

１，０００円が本年度に交付される見込みとなって

います。 

 次に、国保税についてお答えします。 

 国保財政につきましては、合併後の平成１７年度、

平成１８年度と２年連続して基金を取り崩して決算
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したところでございます。取り崩し額につきまして

は、平成１７年度４，３１０万円、平成１８年度５，

１３４万円でありまして、基金残高は現在６，３８

１万円余りとなっております。本年度につきまして

は、非常に厳しい財政状況が続いておりまして、財

源不足が生じる見込みとなっております。税率につ

きましては、引き上げを考慮しなければならない状

況でございます。 

 次に、第５号議案、保険給付費についてお答えし

ます。 

 保険給付費の算定につきましては、現在まで給付

状況を基に計上したものであります。第３期事業計

画と比較いたしまして、平成２０年度の計画上の標

準給付見込額は２２億８，３４８万１，１６６円に

対し、平成２０年度保険給付費予算額は２４億４９

７万円でございます。内容といたしましては、２款

１項介護サービス等諸費サービス給付費が計画を大

きく上回っている状況でございます。 

 増加の主な要因といたしましては、訪問介護費、

通所介護費等の利用増加と、要介護１の細分化によ

り２款２項介護予防サービス事業諸費への移行が計

画より少なかったことによるものでございます。 

 次に、関連一般質問の、介護保険料の軽減制度に

ついてお答えします。 

 軽減制度につきましては、国の制度に基づき、低

所得者層の負担軽減に配慮するため、これまでの５

段階方式から６段階方式に改定したところでありま

す。今後とも国の制度に基づき実施してまいりたい

と考えます。 

 次に第１４号議案、平成１９年度国民健康保険特

別会計補正予算についてお答えいたします。 

 高額療養費については、市民の方が入院などのた

め、自己負担額が高額になったときに、一定の限度

額を超えた分が高額療養費として支給されます。補

正予算として提案しています６２８万４，０００円

につきましては、一般被保険者及び退職被保険者に

係る高額療養費が当初計画をやや上回る見込みにな

ったため、それぞれ３３１万２，０００円、２９７

万２，０００円を増額するものでございます。 

 また、保険給付費の決算見込み額につきましては、

２２億１，３１３万円を見込んでおりまして、６，

３５５万円の不用額が生じる見込みでございます。 

 要因といたしましては、２号議案に対する質疑に

答弁しましたように、平成１９年度の当初予算編成

時において見込んだ予算に対し、決算見込みが少な

いためでございます。 

次に第２８号議案、後期高齢者医療制度に関する

条例についてお答えします。 

後期高齢者医療の保険料の徴収猶予及び減免の適

用につきましては、大分県後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療に関する条例において規定されてお

ります。 

まず、一つ目として、被保険者またはその属する

世帯の世帯主が震災、風水害、火災、その他これに

類する災害により住宅家財またはその他の財産につ

いて著しい損害を受けたとき。 

二つ目として、被保険者の属する世帯の世帯主が

死亡したこと。また、その者もしくは被保険者が心

身に重大な障害を受けもしくは長期入院したことに

より、その者の収入が著しく減少したとき。 

三つ目といたしまして、被保険者またはその属す

る世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休廃止、

事業における著しい損失、失業等により著しく減少

したとき。 

四つ目として、被保険者またはその属する世帯の

世帯主の収入が干ばつ、冷害等による農作物の不作、

不良、その他これに類する理由により、著しく減少

したときとなっております。 

次に、督促料を徴収しないとき及び延滞金の減免

または免除するケースとしましては、督促状の到着

前において、すでに完納しているとき、納期限が過

ぎても発送された納付書が該当者の手元に届いてい

ないときなどが考えられます。 

次に、罰則につきましては、保険料の徴収に関し

て必要があるときに、被保険者その配偶者もしくは

世帯主に対して文書の提出や提示を求めることがで

きます。しかしながら、これに従えないときに、過

料に科するものでございます。 

次に、非被用者保険の被扶養者については、本制

度の創設に伴い新たな負担が発生することから、激

変緩和の考え方により、均等割のみを賦課し、２年

間は５割軽減となっておりました。しかし、激変緩

和措置が見直されることになり、初年度は、半年間

負担を凍結し、さらに、残りの半年間は均等割額を

９割軽減することになったものです。 

保険料額につきましては、平成２０年度で年額２，

３００円、２１年度で年額２万３，５００円となり

ます。人数につきましては、４月以降に社会保険診

療報酬支払基金が集計することになっておりますの

で、現在のところ不明でございます。 
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次に、関連一般質問についてお答えします。 

後期高齢者医療制度の説明会につきましては、自

治委員の研修会、市が主催する会議、高齢者の健康

教室、任意団体の会合など、機会あるごとに時間を

いただける場合において、説明会を実施してきまし

た。 

また、先週末に県社協主催の民生委員全員の研修

会を活用し、大分県後期高齢者医療広域連合より説

明をさせていただいたところであります。 

今後、自治委員会等の要望により、出前説明会を

実施予定しているところでございます。 

次に、保険料の軽減対策についてでありますが、

後期高齢者医療制度については、全市町村が加入す

る大分県後期高齢者医療広域連合が運営主体となっ

ておることから、市独自で保険料を軽減することは

困難でございます。 

国に対する要望等については、平成１９年度第３

回、第４回の定例会でご答弁したとおりでございま

す。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 財政課長野村信隆君。 

○財政課長（野村信隆君） 第１３号議案、一般会

計補正予算（第３号）の市債の補正についてお答え

いたします。 

 平成１９年度末の市債残高は、平成２０年度当初

予算編成段階では、約１８２億８，０００万円を見

込んでおりました。しかし、今回繰越明許費の設定

により、約４億円を平成２０年度に借入れすること

になりますので、平成１９年度末残高は約１７８億

８，０００万円を見込んでおります。 

 平成１８年度末の残高と比較いたしますと、約１

億６，０００万円の減となります。 

 次に、関連一般質問についてお答えいたします。 

 今回の補償金免除の繰上償還につきましては、財

政融資資金、簡易生命保険資金及び公営企業金融公

庫資金から借り入れた金利５パーセント以上のもの

が対象となります。本市においては、５パーセント

以上の資金すべてについて、国より繰上償還の承認

をいただいております。したがいまして、今後３年

間で繰上償還及び低利な資金への借り換えを行って

まいります。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 真玉市民センター長北崎順

一君。 

○真玉市民センター長（北崎順一君） 大石議員の

第１３号議案の内、スパランド真玉の運営補助金に

ついてお答えをいたします。 

 豊後高田市スパランド真玉につきましては、平成

１８年度から指定管理者制度導入により市が１００

パーセント出資する株式会社スパランド真玉を指定

管理者とし運営が行われております。 

指定管理１年目の平成１８年度の決算状況は、純

営業損失が２，２７７万３，０００円で、法人税を

加えると２，２９６万２，０００円となっておりま

す。指定管理料５００万円、市運営費補助金１，０

００万円、営業外収入１８４万８，０００円、資本

金取り壊し額６１１万４，０００円で補てんし、厳

しい運営をしており、この結果、当初資本金８，０

００万円が累計で５，６８５万３，０００円となっ

ております。 

 平成１９年度においては、株式会社スパランド真

玉職員一丸となって、顧客増による増収対策、経費

節減対策等を徹底すること等経営改善に努めており、

決算見込みは純営業損失が１，３５０万円となり、

平成１８年度対比で約９００万円赤字額が減少する

見込みであります。 

 今年度の赤字額については、指定管理料５００万

円、市運営費補助金８５０万円で補てんし、資本金

の取り壊し予定は、現時点ではありません。 

 今後は、さらに経営努力を重ね、指定管理料の見

直しを行い、指定管理料の範囲内で運営できるよう

努めてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 第２２号

議案に関する質疑についてお答えいたします。 

 ケーブルテレビ施設整備工事の工期の変更につい

てでございますが、これは都市計画区内を対象とし

た伝送路整備工事の内、加入者宅への引込工事の一

部を繰越施工するものでございます。 

 当初の工事請負契約では、３月２５日までに３，

８１０戸の施工を予定しておりましたが、今回の変

更契約によりまして３月２５日までに総務省交付金

対象分となる１，５００戸を完了し、残りの工事対

象である２，３１０戸の内、３月末までに加入申し

込みをされた方を対象に繰越施工するものでござい

ます。できるだけ早期にサービスが受けられるよう、

工事を進捗したいと思っております。 

 次に、関連する一般質問についてお答えいたしま
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す。 

 ケーブルテレビの試験放送についてでございます

が、ケーブルテレビでは、引込工事が完了した後、

順次、通信系と放送系の宅内工事を行います。放送

系の宅内工事では、従来のアンテナからテレビに接

続していた配線をＶＯＮＵと呼ばれる光変換装置か

ら延長した同軸ケーブルにつなぎ換える工事を行う

ため、試験放送を行わないとテレビが視聴できなく

なりますので、現在、すでに自主放送番組以外の放

送番組を試験放送として流しておる状況でございま

す。 

 本開局は６月１日を予定しておりますので、それ

までの試験放送期間中に放送システムの調整等を行

ってまいります。 

 次に、集合住宅の入居者への対応についてでござ

いますが、集合住宅の入居者が加入する場合は、２

通りの方法がございます。 

 一つは、戸建住宅と同様に入居者が戸別に加入す

る方法で、この場合、加入に際しては、大家さんの

承諾が必要となりますが、その他の使用料等につい

ては、戸建住宅の場合と同じ取り扱いになります。 

 加入者は入居者個人となりますので、市内に住宅

を新築する場合、引込工事費用は必要ですが、加入

分担金は必要ありません。 

 二つ目は、集合住宅の大家さんが一括して加入す

る場合でありまして、この場合、大家さんが加入者

となります。したがいまして、入居者が住宅を新築

する場合は、引込工事費用と新たに加入分担金が必

要となります。 

 先程、中山田議員に市長がご答弁申し上げました

とおり、当分の間、引込工事費と加入分担金の減免

措置を講じてまいります。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） ここで、しばらく休憩いた

します。 

 午後は１３時から会議を再開します。 

     午後 ０時１８分 休憩 

     午後 １時０６分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議案質疑を続けます。 

 ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） 再質疑をします。その前

に、最初の質問で、私が２箇所誤りがありましたの

でお詫びをし、訂正を求めたいと思います。 

 一つは、同和事業の住宅新築資金が１億近くと言

いましたけれども、正確に５，８００万というふう

に訂正をお願いしたいし、二つ目の第２号議案で、

後期高齢者医療制度の支援金について３，２００万

と言いましたけれども、３億２００万の誤りでした

ので、申し訳ありません。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、時間がもうちょっとしかありませんの

で、総務委員会、予算委員会でやれるものについて

は、省略をしまして、何点かに絞って質疑をいたし

ます。 

 一つは、１号の同和団体補助金なんですけれども、

先程部落差別の完全解消を目指して補助金必要なん

だということなんですが、この補助金を出すことが

どういう意味でこの差別解消につながるというよう

な認識なのか。それから４団体、旧豊後高田３、旧

真玉１団体に助成をしてるそうなんですけれども、

するそうなんですけれども、そのそこの４団体の活

動内容というんですかね、これが補助金と適正だと

いうその根拠、どういう活動してるからこの補助金

が適正なのか、市民の前に示してもらいたいと思い

ます。 

 それから、二つ目が同和事業の長期こげつきの問

題なんですけれども、私のところに次々と電話があ

りまして、この問題しばらく大石さんやらなかった

けど、やらんとおかしいんやないかと。どうなっと

るんかということで情報がありまして、その情報が

私は正しいと思うんですけれども、一つは、長期に

こげついてる方の中で、もう実際にその子どもが市

の職員で相当の給料もらってる人がおると。もう１

人は、これだけ滞納しておりながら、この中でも一

番大きい滞納のようなんですけれども、一番１，０

００万近く滞納してる人は、その名義の方の奥さん

も市の職員で、長年雇っておったと。いまは辞めて

ると。そういう実態がありながら放置されとるとい

うのは、市長が怠慢ではないかと、あなたが追及で

きないからだと指摘されておるんですよ。 

 私なりに調べてみましたけども、ほぼ間違いない

ようなんですけれども、そういう事実があるのかど

うかね。そうなればね、ただ、これ今回１８８万な

んだけどね、１８８万で、１年間で１８８万しか回

収できないんじゃなくてね、もう少しそういう市の

職員がおるということになればね、それ相当の解決

策があるんじゃないかと思うんですけれども、そう

いう努力はできないのかね。もうその辺やっぱりこ
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の１８人の実態を明確にしてもらいたいと思うんで

すけども、どうなのかね。 

 それから、もう１点は、当時の事業ちゅうのは窓

口一本化だから、市長の権限よりはその特定団体の

責任者の権限が非常に強くてね、その人の印鑑がな

ければ市長の決裁ができなかったという仕組みにな

っておったんですよね。よって、この１８人の中で、

分けてみたら、その申請書の中に、部落解放同盟の

団体の決裁、全日本同和会の決裁があったのは何件

と何件なのか。ちょうど半数ぐらいなるようですね。 

 よって、いまは補助金を１５５万も出すという以

上は、その団体にもね要請して、団体の責任でもこ

の問題解決に力を尽くせという協力依頼をすべきじ

ゃないかと思うんですけども、その辺どうなのかね。 

 次は、国保の問題で、まあ縷々私指摘しましたけ

れども、それぞれ弁明の答弁がありましたけれども、

時間がないからもうそれ以上言いませんけれども、

その中で、私の計算ではですね、いくら弁明してみ

ても、医療費が前年度の当初予算に比べてみても、

１億２，０００万、決算に比べてみて１億３，００

０万減額になっておるし、あるいは、今回後期高齢

者医療が発足し、新たに０歳児から７４歳までの支

援金が出るようになりましたね。支援金の額も３億

２００万円ということがわかりました。しかし、こ

れまでは老人医療の拠出金を出しておったわけやね。

今度は、拠出金と、拠出金が減る分と支援金を出す

分の差額が約２億円あるんですよね。２億円この予

算で見たら少なくなります。だから、医療費が１億

以上少なくなり、この老人医療の関係で、もう医療

費は拠出金で出さんでいいと、医療費はプールでや

ってくれるんだと。大分などお年寄りの少ないとこ

ろはうんと出してくれということになるんですよ、

今度はね。そやから今度は、その分は、もう我々は

医療費はいままで使ってきたけど、今度医療費大分

県プールなんだから、その代わり、拠出金は全国一

緒のプールだからね、その差額約２億円あるでしょ

う。そうすると、当然値下げになると思うんですけ

ど、それができない、私の指摘してることが間違い

なら間違いを反論してみてください。 

 それから、どうしてもいま値上げをしなければな

らない、考慮しとる、値上げを考慮しとるとなるで

しょう。だけど聞いてみたら、いま聞いてみたら、

いやもう値上げ案が、国保運営協議会にはかったら

満場一致で決まってしまったと。議会の最終日のね、

１９日の日には、値上げするための条例議案を出す

んだと聞いたんですけど、本当なんですか。 

 これは暴と思いますよ。こんな私がいま問題して

る、３億金がいままでと違って浮く。もっと言うな

らば厚生省が間違った金が、合わせたら約８，００

０万近く来るわけよね。とりあえず３，０００万し

かもらえないけれども、８，０００万あてにしてな

い金が来るんだから、そういうのを使えば値上げす

ることないのにね、いや、最終日に値上げ案出すん

じゃと、本当なんですか、市長。 

 我々聞いちょったのは、宇佐も高田も中津も６月

議会には改正案出すけれども、それまで慎重に検討

するというのが。最終日に出すて、こんな重大な議

案を最終日に出すのはおかしいと思いますよ。常任

委員会にもはからんままやるちゅうやり方おかしい

と思うけど、そんなことになってるんですか。むし

ろ、私の指摘した問題で値下げがいく分でもできな

いかどうか検討すべきじゃないかと思うんですけど、

その辺はどうなのか。 

 次に、医療ミスの問題でね、いま２，９８３万円

３月末に入ると、通知受けたと。あと残りは試算で

４，０００何百万あると思うんですけれども、その

分を５年間じゃなくて、一時金でくれちゅうような

要求はできないかちゅうことを市長聞いてるんです。

国保値上げしなきゃならないちゅうならね、あと４，

０００万円くれというのをね、請求すべきじゃない

ですか。 

 それから、ケーブルテレビについてのね、まあ市

長が謝罪をし、政策変更をしましたわね。だけどそ

の前に私はね、このいまの市長の説で言ったら、時

期が遅れて申し込んでも、その分は免除期間が猶予

するから、工事費については丸々免除するよと。加

入金についても、８割免除するから２割出さいいわ

ということなんよね。そのことで、この問題が１０

０パーセント解決するかということなんです。 

 いま入らないという方は、時期が過ぎれば入るん

かということなんよね。私なりに分析してるのは、

やはりいま入らない方ちゅうのはね、そげえ無理し

て入ってね、屋内工事をやったり、月々の利用料を

出すがたねえやねえかと、いまでんテレビはなんぼ

でん見れると、電話でんいまでん間に合うちょると

いうことなっちょんですよ。 

 だから、宅内工事や月々の使用料をどう減額する

かということを分析してやらない限り、日にちを待

てば片付く問題じゃないというふうに私は思うんだ

けど、そちらの住民の負担解消については考えられ
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ないのか。 

 元に戻りますが、集合住宅について、家主が入っ

た場合の方の問題、いま答弁がありましたけどね、

それでは当分の間でしょう。私が言ってるのは、そ

の方は、自分が加入したいといっても、そうじゃな

くて、その住宅に入ったんだからね、だからその人

も権利があるというふうにしてあげて、新しく家建

てたときについては、加入金だけはね、全額免除と

いう方法取らな、おかしいと思うんですけども、そ

れはどうなのか。 

 それから生活保護者、もう時間がないな、こらも

う総務委員会でやりましょう。もういきましょう。 

 それから、後期高齢者の問題でね、課長の先程の

答弁は、ちょっと正確じゃないんですよね。 

私が聞いてるのは、後期高齢者の一番問題なのは、

いま扶養に入ってる人たちね、それはいまは無料な

んだけども、今後２年先から取られることになるわ

けよね。その一番安い人はなんぼか。高い人はなん

ぼかという質問したのに、数字が違いましたのでね、

これ仮定の問題ですよ。ちゃんと一覧表出てますか

ら、それで答えてください。 

 それから、そういう人たちが一番困るんなんで、

市長、何とか廃止を目指して働きかける気はないか、

もう一回市長の考え方を聞かせてください。 

 以上で終わり。 

○議長（菅 健雄君） 人権・同和対策課長浅井 哲

君。 

○人権・同和対策課長（浅井 哲君） お答えいた

します。 

 いまなお現存する差別の問題に、地区内の皆さん

方がくじけないように、学習会、研修会等を開催し

て、頑張っておるその姿に対する助成であります。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 建設課長奥田秀穂君。 

○建設課長（奥田秀穂君） 大石議員の再質疑にお

答えいたします。 

 長期滞納者の中で、職員に関係あるという方の質

疑でございますけども、保証人等含めて基本的に職

員に該当する方いらっしゃいませんけど、この点に

ついては、調査をさせていただきたいというふうに

思っております。 

 それから、当時の受付の状況の内訳でございます

けど、これもちょっと資料が古いので、手元にある

資料では判別できませんので、これもまた調査をし

ていきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 再質疑に

つきましてお答えを申し上げます。 

 宅内工事、利用料金等につきましては、今のとこ

ろ変更することは考えてございません。また、一括

加入しました集合住宅の入居者が新たに住宅を新築

した場合の加入金等の軽減につきましても、先程ご

答弁を申し上げたとおりでいきたいというふうに考

えております。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 

○保険年金課長（尾造正直君） それでは、大石議

員の再質疑にお答えします。 

 国保の件につきましては、第１回目の答弁いたし

ましたように、それに加えてですね、保険給付費の

財源につきましては、大石議員ご案内のように、そ

の半分以上が療養給付費の交付金、いわゆる国庫、

それから国及び県の調整交付金、なおかつ基盤安定

の繰入金等が入っておるわけであります。で、保険

給付費のマイナス分全額をですね、国保税を下げる

対象金額というのはなかなか厳しい部分があろうと

思います。 

それと、平成１９年度につきましては、先程も答

弁しましたように、若干、過大見込みという部分が

あったということでございます。 

 それから、特別調整交付金につきましては、前回

の議会のときに、ちょっと金額はっきりわかりませ

んが、６，０００万有余の調整交付金ということで

申し上げましたが、実はこれはですね、補助金適化

法で議員ご案内のように、４年間が対象になるわけ

でございます。この４年間の過少交付、全国的には

過少交付と過大交付というのがございまして、当豊

後高田市については過少交付のほうだったんですが、

過少交付の場合だと、本来ならその金額を丸々交付

金で追加で交付というんじゃなくて、普通調整交付

金と調整してですね、その相殺をして交付を今年度

中にいただけるということで国のほうから通知して

きておりまして、年度別でご説明申し上げますと、

平成１４年度分が５１６万５，０００円、１５年が

５３６万６，０００円、平成１６年が４８４万８，

０００円、それから平成１７年が８０８万７，００

０円です。それと、国のほうのいわゆる補助金適化

法の時効分につきましては、当市は平成１３年度が

該当しますんで、これが実は、大石議員は２０年度
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からの５ヶ年ということだったんですが、これ国の

ほうは、平成１９年度からの５ヶ年という形で調整

をするということで、合わせて２，９８３万１，０

００円でございます。 

 それから、後期高齢者医療の被扶養者の関係でご

ざいますが、先程、私は平成２０年と２１年の分だ

という理解でご答弁いたしましたが、いわゆるその

激変が終わったあとのことということでありますん

で、２２年につきましては、一人世帯の場合、所得

のない方については、７割軽減の対象になりますの

で１万４，１００円。それから、中にはいろんな例

があろうと思うんですが、例えば子どもさんの被扶

養者になった方なんかあろうと思います。そういっ

た場合は、子どもさんの所得要件等が該当した場合

は、７割軽減の対象になりませんので、均等割の満

額４万７，１００円。それから、子どもさんの所得

要件等を無視した場合の、例えば、いま資料要求の

中で皆さんのお手元にあろうかと思いますが、１８

０万円というのが、これが社会保険等の被扶養者に

入る所得要件でございまして、この場合だと、そこ

のお手元に示してる資料のとおりですね、２割軽減

になりますんで６万１，３００円という形になろう

かと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） これにて質疑を終結いたし

ます。 

（○２２番（大石忠昭君） 市長が一言だけないの。） 

○議長（菅 健雄君） これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただ今議題となっております第２号議案から第３

８号議案までについては、お手元に配付いたしまし

た議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会

に付託いたします。 

○議長（菅 健雄君） 日程第４、予算審査特別委

員会の設置及び委員選任についてを議題といたしま

す。 

○議長（菅 健雄君） おはかりいたします。 

 第１号議案、平成２０年度豊後高田市一般会計予

算については、２２人の委員をもって構成する予算

審査特別委員会を設置し、これに付託のうえ審査す

ることにいたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（菅 健雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、第１号議案、平成２０年度豊後高田市一

般会計予算については、２２人の委員をもって構成

する予算審査特別委員会を設置し、これに付託のう

え審査することに決しました。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

     午後 １時２８分 休憩 

     午後 １時５９分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 私は一身上の都合により、議長の辞職願を副議長

に提出いたしました。 

 おはかりいたします。 

 議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第１とし

て、直ちに議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（菅 健雄君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長辞職の件を日程に追加し、追加日程

第１として、直ちに議題とすることに決しました。 

○議長（菅 健雄君） 追加日程第１、議長辞職の

件を議題といたします。 

 本件は、地方自治法第１１７条の除斥の対象事件

であります。 

 よって退席し、これより副議長と交代いたします。 

 （議長菅 健雄君退場） 

（副議長明石光子君議長席に着席） 

○副議長（明石光子君） これより議長の職務を行

います。 

 事務局長から議長辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（増田正義君） 辞職願 

 この度一身上の都合により議長を辞職したいので、

許可されるように願い出ます。 

 豊後高田市議会副議長 明石光子様 

         豊後高田市議会議長 菅 健雄 

以上でございます。 

○副議長（明石光子君） おはかりいたします。 

 菅 健雄君の議長辞職を許可することにご異議あ

りませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（明石光子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、菅 健雄君の議長辞職を許可することに

決しました。 

 菅 健雄君の入場を許します。 

 （１９番菅 健雄君入場） 

○副議長（明石光子君） 前議長、菅 健雄君から

発言を求められておりますので、発言を許します。 
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○１９番（菅 健雄君） 議長退任にあたりまして、

一言ご挨拶申し上げます。 

 昨年の市議改選後の３月の臨時会におきまして、

議員各位のご推挙をいただき、議長の要職を拝命し

まして以来、本日まで各位のご支援ご協力をいただ

きましたことに対しまして、厚くお礼を申し上げま

す。 

浅学非才の私にご支援をいただき、お陰様でまが

りなりにも議長の職責を全うしえましたことに対し

まして、改めてお礼を申し上げますとともに、今後

とも市政の発展、福祉の向上に全身全霊で努力して

まいる所存でございますので、変わらぬご支援ご指

導賜りますようにお願い申し上げまして、退任にあ

たりましてのお礼のことばといたします。在任中大

変ありがとうございました。 

（拍手） 

○副議長（明石光子君） ただ今議長が欠員となり

ました。 

 おはかりいたします。 

 議長の選挙を日程に追加し、追加日程第２として

選挙を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（明石光子君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議長の選挙を日程に追加し、追加日程第

２として、選挙を行うことに決しました。 

○副議長（明石光子君） 追加日程第２、議長の選

挙を行います。 

 選挙の方法は、投票により行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

 （議場閉鎖） 

○副議長（明石光子君） ただ今の出席議員は、２

２名であります。 

 投票用紙を配付いたします。 

 （投票用紙配付） 

○副議長（明石光子君） 投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（明石光子君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

 （投票箱点検） 

○副議長（明石光子君） 異状なしと認めます。 

 ただ今から投票を行います。 

 念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載のうえ、点呼に

応じて順次投票願います。 

 なお、白票は無効といたします。 

 点呼を命じます。 

○書記（近藤浩二君） それでは議席番号とお名前

を申し上げますので、順次投票願います。 

 １番近藤紀男議員、２番成重博文議員、３番安達 

隆議員、４番尾上真一議員、５番山田秀夫議員、６

番松本博彰議員、７番中山田健晴議員、８番河野徳

久議員、１０番土谷 力議員、１１番村上和人議員、

１２番鴛海政幸議員、１３番後藤龍太郎議員、１４

番安東正洋議員、１５番北崎安行議員、１６番川原

直記議員、１７番河野正春議員、１８番山本博文議

員、１９番菅 健雄議員、２０番堂園慶吾議員、２

１番徳永 浄議員、２２番大石忠昭議員、９番明石

光子議員。 

 （各議員投票） 

○副議長（明石光子君） 投票漏れはありませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（明石光子君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 （議場開鎖） 

○副議長（明石光子君） 開票を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に

１０番土谷 力君及び１１番村上和人君を指名いた

します。 

 よって、両君の立会いを願います。 

 （開票） 

○副議長（明石光子君） 選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数 ２２票 

 これは、先程の出席議員に符合いたしております。 

 そのうち 

有効投票  ２２票 

無効投票   ０票 

であります。 

 有効投票のうち 

 中山田健晴君  ２１票 

 大石 忠昭君   １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は６票であります。 

 よって、中山田健晴君が議長に当選されました。 

 ただ今、議長に当選されました中山田健晴君が議

場におられますので、本席から会議規則第３３条第
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２項の規定により、当選した旨、告知いたします。 

 中山田健晴君に議長当選承諾及び挨拶を願います。 

○７番（中山田健晴君） 議長就任にあたり一言ご

挨拶申し上げます。 

 ただ今は、大多数の方のご支援をいただきまして、

議長に就任することができました。大変光栄に思う

ところであります。しかしながら、その一方では、

その重責、本当に肩にずしっとのしかかったような

感じがしております。諸先輩方多い中で、何とか議

長職を全うしたいとそのように思います。 

 私はもとより、当選以来、市会議員は市民のため

にあるんだということで、それをモットーに現在ま

で頑張ってまいりました。今後もその思いを変えず、

執行部とともに、また執行部の監査役として精一杯

市民の福祉に努めたいと思います。 

 浅学非才で、なかなか知識の足りない私でありま

すが、どうか皆様方のご支援とご理解、ご指導ご鞭

撻をお願いいたしまして、議長就任の挨拶と代えさ

せていただきます。どうもありがとうございました。  

 （拍手） 

○副議長（明石光子君） それでは、中山田議長、

議長席にお着き願います。 

 ご協力ありがとうございました。 

（副議長明石光子君退席） 

 （中山田健晴君議長席に着席） 

○議長（中山田健晴君） それでは、不慣れでござ

いますけど、よろしくお願いします。 

 しばらく休憩いたします。 

     午後 ２時２０分 休憩 

     午後 ２時２７分 再開 

○議長（中山田健晴君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 休憩中に、副議長の明石光子君から副議長の辞職

願が提出されております。 

 おはかりいたします。 

 副議長辞職の件を日程に追加し、追加日程第３と

して、直ちに議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） ご異議なしと認めます。 

 よって、副議長辞職の件を日程に追加し、追加日

程第３として、直ちに議題とすることに決しました。 

○議長（中山田健晴君） 追加日程第３、副議長辞

職の件を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の除斥の規定により、明石

光子君の退席を求めます。 

 （副議長明石光子君退場） 

○議長（中山田健晴君） 事務局長から副議長辞職

願を朗読させます。 

○議会事務局長（増田正義君） 辞職願 

 この度一身上の都合により副議長を辞職したいの

で、許可されるように願い出ます。 

 豊後高田市議会議長 中山田健晴様 

        豊後高田市議会副議長 明石光子 

以上であります。 

○議長（中山田健晴君） おはかりいたします。 

 明石光子君の副議長辞職を許可することにご異議

ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） ご異議なしと認めます。 

 よって、明石光子君の副議長辞職を許可すること

に決しました。 

 明石光子君の入場を許します。 

 （９番明石光子君入場） 

○議長（中山田健晴君） 前副議長、明石光子君か

ら発言を求められておりますので、発言を許します。 

○９番（明石光子君） それでは、一言お礼を申し

上げます。 

 この１年間、菅議長の下で副議長としての職責を

全うすることができました。これもひとえに議員の

皆様方を始め、執行部の方々のご支援ご指導があっ

たればこそと、深く感謝と御礼を申し上げます。 

 今後は、一議員としてさらなる市政発展のために

全力を傾注してまいる所存でございます。皆様方の

変わらぬご指導、ご鞭撻をお願い申し上げまして、

退任のご挨拶といたします。ありがとうございまし

た。 

 （拍手） 

○議長（中山田健晴君） ただ今副議長が欠員とな

りました。 

 おはかりいたします。 

 副議長の選挙を日程に追加し、追加日程第４とし

て選挙を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） ご異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加し、追加日程

第４として、選挙を行うことに決しました。 

○議長（中山田健晴君） これより副議長の選挙を

行います。 
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 選挙の方法は、投票により行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  （議場閉鎖） 

○議長（中山田健晴君） ただ今の出席議員は、２

２名であります。 

 投票用紙を配付いたします。 

 （投票用紙配付） 

○議長（中山田健晴君） 投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

 （投票箱点検） 

○議長（中山田健晴君） 異状なしと認めます。 

 ただ今から投票を行います。 

 念のため申し上げます。 

 投票は、単記無記名であります。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載のうえ、点呼に

応じて順次投票願います。 

 なお、白票は無効といたします。 

 点呼を命じます。 

○書記（近藤浩二君） それでは議席番号とお名前

を申し上げますので、順次投票願います。 

 １番近藤紀男議員、２番成重博文議員、３番安達 

隆議員、４番尾上真一議員、５番山田秀夫議員、６

番松本博彰議員、８番河野徳久議員、９番明石光子

議員、１０番土谷 力議員、１１番村上和人議員、

１２番鴛海政幸議員、１３番後藤龍太郎議員、１４

番安東正洋議員、１５番北崎安行議員、１６番川原

直記議員、１７番河野正春議員、１８番山本博文議

員、１９番菅 健雄議員、２０番堂園慶吾議員、２

１番徳永 浄議員、２２番大石忠昭議員、７番中山

田健晴議員。 

 （各議員投票） 

○議長（中山田健晴君） 投票漏れはありませんか。  

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 （議場開鎖） 

○議長（中山田健晴君） 開票を行います。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に

１２番鴛海政幸君及び１５番北崎安行君を指名いた

します。 

 よって、両君の立会いを願います。 

 （開票） 

○議長（中山田健晴君） 選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数  ２２票 

 これは、先程の出席議員に符合いたしております。 

 そのうち 

 有効投票  ２２票 

 無効投票   ０票 

であります。 

 有効投票のうち 

 北崎安行君  ２１票 

 大石忠昭君   １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は６票であります。 

 よって、北崎安行君が副議長に当選されました。 

 ただ今、副議長に当選されました北崎安行君が議

場におられますので、本席から会議規則第３３条第

２項の規定により、当選した旨、告知いたします。 

 北崎安行君に副議長当選承諾及び挨拶を願います。 

○１５番（北崎安行君） 一言ご挨拶をさせていた

だきます。 

議員各位におかれまして、ただ今副議長の職を当

選させていただきまして誠にありがとうございます。

もともと非力ではございますが、前副議長に負けな

いように、現中山田議長の女房役として精一杯頑張

りたいと思いますので、今後とも皆さん方のご協力、

ご支援をお願い申し上げまして、甚だ簡単措辞です

が、就任のご挨拶に代えさせていただきます。どう

もありがとうございます。 

（拍手） 

○議長（中山田健晴君） しばらく休憩いたします。 

     午後 ２時４２分 休憩 

     午後 ２時４７分 再開 

○議長（中山田健晴君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 休憩中に７番私中山田と１５番北崎安行君の議会

運営委員辞任願が提出され、委員会条例第１３条の

規定により、議長において辞任を許可いたしました

ので、ご報告申し上げます。 

 したがって、議会運営委員２名が欠員となりまし

たので、議会運営委員の選任を行います。 

 おはかりいたします。 

 議会運営委員選任の件を日程に追加し、追加日程

第５として直ちに議題といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員選任の件を日程に追加し、

追加日程第５として、直ちに議題にすることに決し

ました。 

○議長（中山田健晴君） 追加日程第５、議会運営

委員選任の件を議題といたします。 

 議会運営委員の選任は、議長が会議にはかって指

名することになっております。 

 おはかりいたします。 

 選任の方法は、先例により正副議長で協議し、議

長が指名することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） ご異議なしと認めます。 

 よって、選任の方法は、先例により、正副議長で

協議し、議長が指名することに決しました。 

 協議のためしばらく休憩いたします。 

     午後 ２時４９分 休憩 

     午後 ２時５２分 再開 

○議長（中山田健晴君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議会運営委員に、３番安達 隆君及び１９番菅 

健雄君を指名いたします。 

 おはかりいたします。 

 ただ今指名いたしました３番安達 隆君及び１９

番菅 健雄君を議会運営委員に指名することにご異

議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中山田健晴君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました３番安達 隆君

及び１９番菅 健雄君を議会運営委員に選任するこ

とに決しました。 

○議長（中山田健晴君） 以上で本日の日程は全部

終了いたしました。 

 次の本会議は、明日午前１０時に再開し、一般質

問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

     午後 ２時５３分 散会 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに

署名する。 
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